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国営かんがい排水事業 赤川二期地区
あかがわにき

事業の概要

本事業は、山形県北西部の庄内平野の南部に位置し、鶴岡市、酒田市及び東田川郡三川町にまたが

る約10,050haの水田農業地帯において、農業用水の安定供給と施設の維持管理の軽減を図るため、赤

川頭首工及び幹線用水路の改修等を行うものである。

事業の目的・必要性

本地区の基幹水利施設である赤川頭首工、赤川揚水機場及び幹線用水路は、国営赤川土地改良事業

（昭和39年度～昭和49年度）で造成されたが、築造後相当の年数が経過していることに伴う老朽化が

著しいことにより、農業用水の安定供給に支障を来たしているとともに、施設の維持管理に多大な労

力と経費を要している。

このため、本事業では赤川頭首工及び幹線用水路を改修し赤川揚水機場を廃止するとともに、効率

的な用水管理を行うための水管理施設を新設し、農業用水の安定的な供給と施設の維持管理の軽減を

図り、もって農業経営の安定に資するものである。

事業の効率性

・総費用総便益比の算定

区 分 算定式 数 値 備 考

総費用(現在価値化) ①＝②＋③ 72,136百万円

当該事業による整備費用 ② 11,722百万円 当該事業費 15,000百万円

その他費用 ③ 60,414百万円

評価期間(当該事業の工事期間＋40年) ④ 49年 工事期間 平成22～30年度

総便益額(現在価値化) ⑤ 85,119百万円

総費用総便益比 ⑥＝⑤÷① 1.17

（注１）総費用とは当該地域内において効果を発揮する一連の施設に係る費用であり、評価期間中の

施設の資産価額、整備費等である。

（注２）百万円単位で四捨五入しているため、数値は算定結果と合わない場合がある。

（注３）数値は土地改良法に基づく法手続きを経て確定するため、現時点では暫定値である。

・年効果額（便益額）

本事業の実施により、既存施設の機能が維持され、用水の安定的な供給が確保されることにより農

業生産性の維持向上が可能となり、事業を実施しなかった場合と比較して年間約4,508百万円相当の

農業生産の向上、約285百万円相当の営農経費の増、約199百万円相当の維持管理に係る経費の増、約

21百万円相当の生態系への配慮による効果により、年間約4,045百万円相当の事業効果の発現が見込

まれる。

作物生産効果 4,508百万円

営農経費節減効果 △ 285百万円

維持管理費節減効果 △ 199百万円

景観・環境保全効果 21百万円

計 4,045百万円

日程・手続

平成21年度から、土地改良法に基づく土地改良事業計画の概要の公告等の手続きが開始される予定

である。
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事業に対する決議

平成21年3月19日に庄内赤川土地改良区の総代会において、平成21年3月10日に因幡堰土地改良区の

総代会において、「平成22年度着工」についてそれぞれ決議されている。

平成21年3月11日に、山形県、関係市町、関係土地改良区からなる「赤川地区国営土地改良事業促

進協議会」において、「平成22年度着工要求」について決議されている。

評価担当部局

農村振興局

概要図

１．受益面積 10,054ha

２．受益者数 5,288人

３．主要工事計画 工 種 数 量 事 業 費

頭 首 工（改修） １箇所 2,366百万円

用 水 路（改修） 48.4km 10,634百万円

揚 水 機 場（廃止） １箇所 1,240百万円

水管理施設（新設） 一 式 760百万円

４．国営総事業費 15,000百万円
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平成２２年度新規地区採択チェックリスト（国営かんがい排水事業）

（局名：東北農政局 （地区名：赤川二期））
あかがわにき

１．必須事項

項 目 評 価 の 内 容 判定

１．事業の必要性 ・農業生産性の向上、農業総生産の維持・増大、農業生
が明確であるこ 産の選択的拡大、農業構造の改善等の観点から、当該 ○
と （必要性） 事業を必要とすること。。

２．技術的可能性 ・地形、地質、水利状況等からみて、当該事業の施行が
が確実であるこ 技術的に可能であること。 ○
と。

３．事業の効率性 ・当該事業のすべての効用がそのすべての費用を償うこ
が十分見込まれ と。 ○

。（ ）ること 効率性

４．農家負担の可 ・当該事業の費用に係る受益農家の負担が、農業経営の
能性が十分であ 状況からみて、負担能力の限度を超えることとはなら ○
ること 公平性 ないこと。。（ ）

５．環境との調和 ・当該事業が環境との調和に配慮したものであること。
に配慮している ○
こと。

６．事業の採択要 ・事業実施要綱・要領に規定された事業内容、採択基準
件を満たしてい の要件に適合していること。 ○

、 「 」ること。 ・採択に係る事業の工期が 別に定められた 限度工期
を超えないこと。

項目を満たしている場合は「○」とする。

項目欄の（ ）には、主として考えられる観点を記述している。
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平成２２年度新規地区採択チェックリスト（国営かんがい排水事業）

（局名：東北農政局 （地区名：赤川二期））
あかがわにき

２．優先配慮事項

【効率性・有効性】

評価評 価 項 目
評 価 指 標 単位 評価

結果大項目 中項目 小項目

○ Ａ効率性 事業の経済性・効率性 ①事業費の経済性・効率性の確保 －
○②コスト縮減についての具体的配慮

400 Ｂ有効性 食 料 の 安 農業生産性の 土地生産性及び労働生産性の維持・向上 千円/h
a･年定 供 給 の 維持・向上 効果額（受益面積あたり）

確保

1,49 Ｂ農業産出額（事業地区市町村の面積当た 千円/h
3り） a･年

野菜・果樹の 野菜指定産地・果樹濃密生産団地の指定
1.2 Ｂ産地形成 作物の計画作付面積割合 ％

（受益面積当たり）

Ａ Ａ農業 －水利施設 機能保全コスト ライフサイクルコスト（ ）
保全・管理 の比較・検討の

25.9 Ａ農 業 の 持 望ましい農業 認定農業者の割合（総農家当たり） ％
的発展 構造の確立続

2.6 Ａ経営耕地面積（一戸当たり） ha/戸

4.1 Ｂ農地の確保・ 作付率の増加ポイント ％
有効利用

Ｂ Ｂ農業生産基盤 施設の更新整備の緊急性 －
の保全・管理

1,07 Ａ農 村 の 振 地域経済への 他産業への経済波及効果額 千円/h
8興 波及効果 （受益面積当たり） a･年

地域用水機能 地域用水効果額（受益面積当たり） －千円/h －

a･年の維持・増進、
水資源の有効
活用(快適性の
向上)

2 Ｂ多 面 的 機 環境機能の維 環境関連効果額（受益面積当たり） 千円/h
a･年能の発揮 持・増進
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【事業の実施環境等】

評評 価 項 目
評 価 指 標 単位 評価

大項目 中項目 小項目 価
結
果

ａ事業の 環境への 生態系 ①地域や事業の特性を考慮した調査・検討
ａ実施環 配慮 ②環境情報協議会の意見を踏まえた生態系

配慮境等
ａ Ａ③地域住民の参加や地域住民との合意形成 －

への取組み
ｂ④維持管理、費用負担及びモニタリング体

制等の調整状況

ａ景観 ①地域や事業の特性を考慮した調査・検討
ａ②環境情報協議会の意見を踏まえた景観配慮
ａ Ａ③地域住民の参加や地域住民との合意形成 －

への取組み
ｂ④維持管理、費用負担及びモニタリング体

制等の調整状況

ａ Ａ関係計画との連携 関係都道府県や市町村の農業振興計画と本 －
事業との整合性

ｂ関係機関との協議 ①河川管理者との協議(予備)(23条)の状況
ｂ Ｂ②漁協との協議（予備）の状況 －
ｂ③その他着工前に重要な協議(予備)の状況

関連事業との調整 ①事業主体から概略構想(関連事業調書)の －
提出 － －

②共同事業(事業内容、事業費、アロケ等) －
の事前了解

ａ Ａ地元合意 ①事業実施に対する受益農家の同意状況 －
ａ②事業実施に対する関係市町村の同意状況

ａ Ａ事業推進体制 ①事業推進協議会の設立 －
ａ②事業推進協議会から着工要望の提出

ａ維持管理体制 ①予定管理者の合意
ａ Ａ②維持管理方法と費用負担に関する予定管 －

理者との合意

Ａ Ａ営農支援体制 営農推進組織等(営農支援体制)の設立状況 －
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平成２２年度新規地区採択チェックリスト（国営かんがい排水事業）

（局名：東北農政局 （地区名：赤川二期））
あかがわにき

３．特定監視項目（国営かんがい排水事業）

項 目 評 価 の 内 容 判定

１．地質状況 ・地質状況に基づいた施設計画としている。 ○

２．受益面積 ・最近年の面積を把握している。 ○

項目を満たしている場合は「○」とする。
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国営かんがい排水事業 新請戸川地区
し ん う け ど が わ

事業の概要

本事業は、福島県南相馬市、双葉郡双葉町及び浪江町にまたがる約3,550haの水田地帯において、

農業用水の安定的な供給と施設の維持管理の軽減を図るため、大柿ダム、焼築頭首工、用水路等の

改修を行うものである。

事業の目的・必要性

本地区は、稲作及び水田の畑利用による大豆や飼料作物等の土地利用型作物を中心とした営農を

展開している。

本地区の基幹水利施設である大柿ダム、焼築頭首工、用水路等は、国営請戸川土地改良事業（昭

和49年度～昭和63年度）により造成されたが、施設の機能低下により農業用水の安定供給に支障を

きたしているとともに、施設の維持管理に多大な経費と労力を要している。

このため、本事業では、大柿ダム、焼築頭首工、用水路等の改修を行い、農業用水の安定的な供

給と施設の維持管理の軽減を図るとともに、併せて関連事業により区画整理を実施することで営農

の合理化を図り、農業生産性の向上と農業経営の安定に資するものである。

事業の効率性

・総費用総便益比の算定

区 分 算定式 数 値 備 考

総費用（現在価値化） ①＝②＋③ 40,539百万円

当該事業による整備費用 ② 4,809百万円 当該事業費 5,900百万円

その他費用 ③ 35,730百万円

評価期間 当該事業の工事期間＋40年 ④ 47年 工事期間 平成22～28年度（ ）

総便益額（現在価値化） ⑤ 41,630百万円

総費用総便益比 ⑥＝⑤÷① 1.02

（注１）総費用とは当該地域内において効果を発揮する一連の施設に係る費用であり、評価期間中

の施設の資産価額、整備費用及び再整備費用である。

（注２）百万円単位で四捨五入しているため、数値は算定結果と合わない場合がある。

（注３）数値は土地改良法に基づく法手続きを経て確定するため、現時点では暫定値である。

・年効果額（便益額）

本事業の実施により、既存施設の機能が維持され、用水の安定的な供給が確保されること及び関

連事業の実施により農業生産性の維持向上が可能となり、事業を実施しなかった場合と比較して年

間約1,679百万円相当の農業生産の向上、約917百万円相当の営農経費の節減、約68百万円相当の維

持管理に係る経費の増が見込まれる。

作物生産効果 1,679百万円

営農経費節減効果 917百万円

維持管理費節減効果 △ 68百万円

計 2,528百万円

日程・手続

平成21年度から、土地改良法に基づく土地改良事業計画の概要の公告等の手続きが開始される予

定である。
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事業に対する決議

平成21年3月3日に、請戸川土地改良区及び関係機関からなる「新請戸川地区事業推進連絡会」に

おいて 「事業計画（案）について」了解を得た。、

平成21年3月30日に、請戸川土地改良区総代会で「事業計画（案）について」了解を得た。

評価担当部局

農村振興局

概要図

１．受益面積 3,525ha

２．受益者数 3,537人

３．主要工事計画 工 種 数 量 事 業 費

貯 水 池（改修） １箇所 1,130百万円

頭 首 工（改修） １箇所 154百万円

用 水 路（改修） 9.5km 3,535百万円

水管理施設（新設及び改修） 一 式 1,081百万円

４．国営総事業費 5,900百万円

ダ    ム（改修）

国営頭首工（改修）

県営用水路（既設）

県営頭首工（既設）

国営幹線導・用水路
（既設）

国営幹線導・用水路
（改修）

計 3,525

凡　　　　　　例

受益面積（水田）

受益面積（ 畑 ）

国営土地改良事業　新請戸川地区

位　　置　　図

受　益　面　積（ha)

用水改良 3,525

新請戸川地区
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平成２２年度新規地区採択チェックリスト（国営かんがい排水事業）

（局名：東北農政局） （地区名：新請戸川）
しんうけどがわ

１．必須事項

項 目 評 価 の 内 容 判定

１．事業の必要性が ・農業生産性の向上、農業総生産の維持・増大、農業

明確であること。 生産の選択的拡大、農業構造の改善等の観点から、 ○

（必要性） 当該事業を必要とすること。

２．技術的可能性が ・地形、地質、水利状況等からみて、当該事業の施行

確実であること。 が技術的に可能であること。 ○

３．事業の効率性が ・当該事業のすべての効用がそのすべての費用を償う

十分見込まれるこ こと。 ○

と （効率性）。

４．農家負担の可能 ・当該事業の費用に係る受益農家の負担が、農業経営

性が十分であるこ の状況からみて、負担能力の限度を超えることとは ○

と （公平性） ならないこと。。

。５．環境との調和に ・当該事業が環境との調和に配慮したものであること

配慮しているこ ○

と。

６．事業の採択要 ・事業実施要綱・要領に規定された事業内容、採択基

件を満たしている 準の要件に適合していること。 ○

こと。 ・採択に係る事業の工期が、別に定められた「限度工

期」を超えないこと。

項目を満たしている場合は「○」とする。

項目欄の（ ）には、主として考えられる観点を記述している。
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平成２２年度新規地区採択チェックリスト（国営かんがい排水事業）

（局名：東北農政局） （地区名：新請戸川）
しんうけどがわ

２．優先配慮事項

【効率性・有効性】

評価評 価 項 目

評 価 指 標 単位 評価

結果大項目 中項目 小項目

○ Ａ効率性 事業の経済性・効率性 ①事業費の経済性・効率性の確保 －

○②コスト縮減についての具体的配慮

717 Ａ有効性 食料の安定 農業生産性の 土地生産性及び労働生産性の維持・向上効 千円/ha

･年供給の確保 維持・向上 果額（受益面積あたり）

1,189 Ｂ農業産出額 事業地区市町村の面積当たり（ ）千円/ha

･年

野菜・果樹の 野菜指定産地・果樹濃密生産団地の指

産地形成 定作物の計画作付面積割合 ％ 2.1 Ｂ

（受益面積当たり）

－ Ａ Ａ農業水利施設 機能保全コスト（ライフサイクルコスト）

の保全・管理 の比較・検討

％ 8.0 Ａ農業の持続 望ましい農業 認定農業者の割合（総農家当たり）

的発展 構造の確立

1.59 Ａ経営耕地面積（一戸当たり） ha/戸

農地の確保・ 作付率の増加ポイント ％ 16.9 Ａ

有効利用

－ Ａ Ａ農業生産基盤 施設の更新整備の緊急性

の保全・管理

1,114 Ａ農村の振興 地域経済への 他産業への経済波及効果額 千円/ha

･年波及効果 （受益面積当たり）

－ －地域用水機能 地域用水効果額（受益面積当たり） 千円/ha

･年の維持・増進、

水資源の有効

活用(快適性の

向上)

－ －多面的機能 環境機能の維 環境関連効果額（受益面積当たり） 千円/ha

･年の発揮 持・増進
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【事業の実施環境等】

評価評 価 項 目

評 価 指 標 単位 評価

結果大項目 中項目 小項目

ａ事業の 環境への 生態系 ①地域や事業の特性を考慮した調査・検討

ａ実施環 配慮 ②環境情報協議会の意見を踏まえた生態系

境等 配慮

ａ Ａ③地域住民の参加や地域住民との合意形成 －

への取組み

ａ④維持管理、費用負担及びモニタリング体

制等の調整状況

ａ景観 ①地域や事業の特性を考慮した調査・検討

ａ②環境情報協議会の意見を踏まえた景観配

慮

－ ａ Ａ③地域住民の参加や地域住民との合意形成

への取組み

ａ④維持管理、費用負担及びモニタリング体

制等の調整状況

ａ Ａ関係計画との連携 ①関係都道府県や市町村の農業振興計画と －

本事業との整合性

ａ関係機関との協議 ①河川管理者との協議(予備)(23条)の状

Ａ況 －

(予備) ａ②漁協との協議 の状況

(予備) ａ③その他着工前に重要な協議 の状

況

ｂ関連事業との調整 ①事業主体から概略構想(関連事業調書)の

Ｂ提出 －

－②共同事業(事業内容、事業費、アロケ等)

の事前了解

ａ Ａ地元合意 ①事業実施に対する受益農家の同意状況 －

ａ②事業実施に対する関係市町村の同意状況

ａ Ａ事業推進体制 ①事業推進協議会の設立 －

ａ②事業推進協議会から着工要望の提出

ａ維持管理体制 ①予定管理者の合意

ａ Ａ②維持管理方法と費用負担に関する予定管 －

理者との合意

Ａ Ａ営農支援体制 営農推進組織等(営農支援体制)の設立状況 －
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平成２２年度新規地区採択チェックリスト（国営かんがい排水事業）

（局名：東北農政局） （地区名：新請戸川）
しんうけどがわ

３．特定監視項目（国営かんがい排水事業）

項 目 評 価 の 内 容 判定

１．地質状況 ・地質状況に基づいた施設計画としている。 －

２．受益面積 ・最近年の面積を把握している。 ○

項目を満たしている場合は「○」とする。
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国営かんがい排水事業（国営造成土地改良施設整備事業）

安積疏水二期地区
あ さ か そ す い に き

事業の概要

本事業は、福島県郡山市 にまたがる水田約9,650haに、須賀川市、本宮市、大玉村及び猪苗代町

おいて、農業生産の維持及び農業経営の安定を図るため、老朽化により施設の機能低下が進行し緊

急に整備の必要な調整池、頭首工、用水路4.4km及び水管理施設の改修を行うものである。

事業の目的・必要性

本地区の基幹的水利施設は、国営新安積土地改良事業（S16～S41）及び国営安積疏水土地改良事

業（S45～S57）により造成されたが、造成後、相当の年数を経過し、部分的に老朽化が進んでいる

ことから、施設の維持管理に多大な労力と経費を要している。

このため、本事業では特に老朽化が著しい深田調整池、上戸頭首工、熱海頭首工、上流部水路及

び水管理施設の改修を行うことにより、施設の機能回復及び維持管理の軽減を図り、もって農業生

産の維持及び農業経営の安定に資するものである。

事業の効率性

・総費用総便益比の算定

区 分 算定式 数 値 備 考

総費用(現在価値化) 74,571百万円①＝②＋③

② 当該事業費 2,200百万円当該事業による整備費用 1,868百万円

その他費用 72,703百万円③

④ 工事期間 平成22～26年度評価期間 45年(当該事業の工事期間＋40年)

総便益額(現在価値化) 104,537百万円⑤

総費用総便益比 1.40⑥＝⑤÷①

（注１）総費用とは当該地域内において効果を発揮する一連の施設に係る費用であり、評価期間中

の施設の資産価額、整備費等である。

（注２）百万円単位で四捨五入しているため、数値は算定結果と合わない場合がある。

（注３）数値は土地改良法に基づく法手続きを経て確定するため、現時点では暫定値である。

・年効果額（便益額）

本事業の実施により、既存施設の機能が喪失せず、用水の安定供給が確保されることにより、事

業を実施しなかった場合と比較して年間約5,368百万円相当の農業生産の維持、約222百万円の営農

経費の増及び約101百万円の維持管理に係る経費の増により、年間5,045百万円の事業効果の発現が

見込まれ、農業経営の安定が図られる。

作物生産効果 5,368百万円

営農経費節減効果 △ 222百万円

維持管理費節減効果 △ 101百万円

計 5,045百万円

日程・手続

平成21年度から、土地改良法に基づく土地改良事業計画の概要の公告等の手続きが開始される予

定である。
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事業に対する決議

平成20年9月18日に、安積疏水土地改良区総代会において、国営造成土地改良施設整備事業「安積

疏水二期地区」の施行について決議されている。

平成21年3月12日に、安積疏水土地改良区及び関係機関からなる「安積疏水地区かんがい排水事業

推進連絡会」において、事業計画（案）の了解を得ている。

評価担当部局

農村振興局

概要図

１．受益面積 9,646ha

２．受益者数 8,913人

３．主要工事計画 工 種 数 量 事 業 費

調 整 池（改修） １箇所 654百万円

頭 首 工（改修） ２箇所 364百万円

用 水 路（改修） 4.4km 660百万円

水管理施設（改修） 一 式 522百万円

４．国営総事業費 2,200百万円
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平成２２年度新規地区採択チェックリスト（国営かんがい排水事業）

（局名：東北農政局 （地区名：安積疏水二期））
あさかそすい に き

１．必須事項

項 目 評 価 の 内 容 判定

１．事業の必要性 ・農業生産性の向上、農業総生産の維持・増大、農業生
が明確であるこ 産の選択的拡大、農業構造の改善等の観点から、当該 ○
と （必要性） 事業を必要とすること。。

２．技術的可能性 ・地形、地質、水利状況等からみて、当該事業の施行が
が確実であるこ 技術的に可能であること。 ○
と。

３．事業の効率性 ・当該事業のすべての効用がそのすべての費用を償うこ
が十分見込まれ と。 ○

。（ ）ること 効率性

４．農家負担の可 ・当該事業の費用に係る受益農家の負担が、農業経営の
能性が十分であ 状況からみて、負担能力の限度を超えることとはなら ○
ること 公平性 ないこと。。（ ）

５．環境との調和 ・当該事業が環境との調和に配慮したものであること。
に配慮している ○
こと。

６．事業の採択要 ・事業実施要綱・要領に規定された事業内容、採択基準
件を満たしてい の要件に適合していること。 ○

、 「 」ること。 ・採択に係る事業の工期が 別に定められた 限度工期
を超えないこと。

項目を満たしている場合は「○」とする。

項目欄の（ ）には、主として考えられる観点を記述している。
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平成２２年度新規地区採択チェックリスト（国営かんがい排水事業）

（局名：東北農政局 （地区名：安積疏水二期））
あさかそすい に き

２．優先配慮事項

【効率性・有効性】

評 価 項 目

評 価 指 標 単位 評価

大項目 中項目 小項目

○ Ａ効率性 事業の経済性・効率性 ①事業費の経済性・効率性の確保 －

○②コスト縮減についての具体的配慮

523 Ｂ有効性 食料の安定 農業生産性の 土地生産性及び労働生産性の維持・向上効 千円/ha

･年供給の確保 維持・向上 果額（受益面積あたり）

Ｂ農業産出額 事業地区市町村の面積当たり（ ）千円/ha 1,410

･年

野菜・果樹の 野菜指定産地・果樹濃密生産団地の指定

産地形成 作物の計画作付面積割合 ％ 3.9 Ｂ

（受益面積当たり）

水利施設 機能保全コスト ライフサイクルコスト Ａ Ａ農業 －（ ）

保全・管理 の比較・検討の

5.7 Ｂ農業の持続 望ましい農業 認定農業者の割合（総農家当たり） ％

的発展 構造の確立

1.42 Ａ経営耕地面積（一戸当たり） ha/戸

農地の確保・ 作付率の増加ポイント ％ － －

有効利用

Ａ Ａ農業生産基盤 施設の更新整備の緊急性 －

の保全・管理

－ －農村の振興 地域経済への 他産業への経済波及効果額 千円/ha

･年波及効果 （受益面積当たり）

－ －地域用水機能 地域用水効果額（受益面積当たり） 千円/ha

･年の維持・増進、

水資源の有効

活用(快適性の

向上)

－ －多面的機能 環境機能の維 環境関連効果額（受益面積当たり） 千円/ha

･年の発揮 持・増進
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【事業の実施環境等】

評 価 項 目

評 価 指 標 単位 評価

大項目 中項目 小項目

ａ事業の 環境への 生態系 ①地域や事業の特性を考慮した調査・検討

環境情報協議会の意見を踏まえた生態系 ａ実施環 配慮 ②

配慮境等

Ａ③地域住民の参加や地域住民との合意形成 － －

への取組み

④維持管理、費用負担及びモニタリング体 －

制等の調整状況

ａ景観 ①地域や事業の特性を考慮した調査・検討

ａ②環境情報協議会の意見を踏まえた景観配慮

－ Ａ③地域住民の参加や地域住民との合意形成 －

への取組み

④維持管理、費用負担及びモニタリング体 －

制等の調整状況

ａ Ａ関係計画との連携 関係都道府県や市町村の農業振興計画と本 －

事業との整合性

ａ関係機関との協議 ①河川管理者との協議(予備)の状況

②漁協との協議（予備）の状況 － － Ａ

③その他着工前に重要な協議(予備)の状況 ａ

関連事業との調整 ①事業主体から概略構想(関連事業調書)の －

Ａ提出 －

ａ②共同事業(事業内容、事業費、アロケ等)

の事前了解

ａ Ａ地元合意 ①事業実施に対する受益農家の同意状況 －

ａ②事業実施に対する関係市町村の同意状況

ａ Ａ事業推進体制 ①事業推進協議会の設立 －

ａ②事業推進協議会から着工要望の提出

ａ Ａ維持管理体制 ①予定管理者の合意

ａ②維持管理方法と費用負担に関する予定管 －

理者との合意

営農支援体制 営農推進組織等(営農支援体制)の設立状況 － － －
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平成２２年度新規地区採択チェックリスト（国営かんがい排水事業）

（局名：東北農政局 （地区名：安積疏水二期））
あさかそすい に き

３．特定監視項目（国営かんがい排水事業）

項 目 評 価 の 内 容 判定

１．地質状況 ・地質状況に基づいた施設計画としている。 ○

２．受益面積 ・最近年の面積を把握している。 ○

項目を満たしている場合は「○」とする。
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国営かんがい排水事業 印旛沼二期地区
いん ば ぬま に き

事業の概要

、佐倉市、八千代市、印西市、印旛郡酒々井町、印旛村、本埜村及び本事業は、千葉県成田市

の約5,000haの水田地帯において、農業用用排水施設の改修、新設、廃止を行い、施設機能の栄町
保全を図るとともに、本地区の農業経営等の継続的な安定を図るものである。

事業の目的・必要性

本地区の農業用用排水施設は、国営印旛沼干拓土地改良事業（昭和21年度～昭和38年度）及び水資

源開発公団営印旛沼開発事業（昭和38年度～昭和43年度）等により造成されたものであり、事業完了

後40年以上を経過していることから老朽化に伴う施設機能の低下が生じ、地域の用水需要等の変化と

相まって、水管理に多大な経費と労力を要している。また、西印旛沼周辺においては区画整備がなさ

れていない狭小な耕作地が多いため、労力がかかり、生産性の向上に支障をきたしている。

一方、水源である印旛沼の水質は環境基準（湖沼）を満たしておらず、地域全体で水質改善に向け

た取り組みが行われている。

このため、本事業及び関連事業で老朽化した農業用用排水施設の改修、新設、廃止を行うとともに

、主に北印旛沼周辺において低地排水路から末端水路まで一貫した循環かんがい施設の整備を行い、

反復利用を強化することで農業用水の安定供給、合理的利用を可能とするとともに、関連事業による

区画整理を併せ行うことにより農業生産基盤の整備を図り、農業生産性の向上と農業経営の安定化に

資する。

さらに、これら施設の整備に併せて、水質保全機能の増進に資する農業用用排水施設を整備するこ

とにより農業用水の水質の保全を図り、もって印旛沼の水質保全にも資するものである。

事業の効率性

・総費用総便益比

区 分 算定式 数 値 備 考

総費用(現在価値化) 61,418百万円①＝②＋③

当該事業による整備費用 26,445百万円 33,500百万円② 当該事業費

その他費用 34,972百万円③

④ 工事期間 平成22～30年度評価期間 49年(当該事業の工事期間＋40年)

総便益額(現在価値化) 63,644百万円⑤

総費用総便益比 1.03⑥＝⑤÷①

（注１）総費用とは当該地域内において効果を発揮する一連の施設に係る費用であり、評価期間中

の施設の資産価額、整備費用及び再整備費用である。

（注２）百万円単位で四捨五入しているため、数値は算定結果と合わない場合がある。

（注３）数値は土地改良法に基づく計画決定をもって確定するため、現時点では暫定値である。

・年効果額（便益額）

本事業及び関連事業の実施により、既存施設の機能が維持され、用水の安定的な供給が確保される

ことから、農業生産性の維持向上が可能となり、事業を実施しなかった場合と比較して年間約2,543

百万円相当の農業生産の向上、約799百万円相当の営農経費の節減、約342百万円相当の維持管理に係

る経費の増、約67百万円相当の湛水被害の防止効果、約8百万円相当の地籍確定効果により、年間約

3,075百万円相当の事業効果の発現が見込まれる。

作物生産効果 2,543百万円

営農経費節減効果 799百万円

維持管理費節減効果 △ 342百万円

災害防止効果 67百万円

地籍確定効果 8百万円

計 3,075百万円
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日程・手続

平成21年度から、土地改良法に基づく土地改良事業計画の概要の公告等の手続きが開始される予定

である。

事業に対する決議

関係土地改良区総代会において事業推進決議を得ている。平成21年9月に印旛沼地区農業農村整備

事業推進協議会総会で事業着工に係る決議を予定している。

評価担当部局

農村振興局

概要図

１．受益面積 5,002ha

２．受益者数 7,021人

３．主要工事計画 工 種 数 量 事 業 費

揚 水 機 場 (廃止・新設・改修) ３箇所 4,483百万円

用排水機場 (廃止・新設・改修) ３箇所 9,268百万円

用 水 路 (廃止・新設・改修) 52.9km 18,317百万円

排 水 路 (改 修) 1.1km 625百万円

水管理施設 (新 設) 一 式 807百万円

４．国営総事業費 33,500百万円
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平成２２年度新規地区採択チェックリスト（国営かんがい排水事業）

（局名：関東農政局 （地区名：印旛沼二期））
いん ば ぬま に き

１．必須事項

項 目 評 価 の 内 容 判定

１．事業の必要性 ・農業生産性の向上、農業総生産の維持・増大、農業生
が明確であるこ 産の選択的拡大、農業構造の改善等の観点から、当該 ○
と （必要性） 事業を必要とすること。。

２．技術的可能性 ・地形、地質、水利状況等からみて、当該事業の施行が
が確実であるこ 技術的に可能であること。 ○
と。

３．事業の効率性 ・当該事業のすべての効用がそのすべての費用を償うこ
が十分見込まれ と。 ○

。（ ）ること 効率性

４．農家負担の可 ・当該事業の費用に係る受益農家の負担が、農業経営の
能性が十分であ 状況からみて、負担能力の限度を超えることとはなら ○
ること 公平性 ないこと。。（ ）

５．環境との調和 ・当該事業が環境との調和に配慮したものであること。
に配慮している ○
こと。

６．事業の採択要 ・事業実施要綱・要領に規定された事業内容、採択基準
件を満たしてい の要件に適合していること。
ること。 ・採択に係る事業の工期が 別に定められた 限度工期 ○、 「 」

を超えないこと。

項目を満たしている場合は「○」とする。
項目欄の（ ）には、主として考えられる観点を記述している。
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平成２２年度新規地区採択チェックリスト（国営かんがい排水事業）

（局名：関東農政局 （地区名：印旛沼二期））
いん ば ぬま に き

２．優先配慮事項
【効率性・有効性】

評 価 項 目

評 価 指 標 評価単位

大項目 中項目 小項目

○ Ａ効率性 事業の経済性・効率性 ①事業費の経済性・効率性の確保 －

○②コスト縮減についての具体的配慮

Ｂ有効性 食料の安定 農業生産性の 土地生産性及び労働生産性の維持・向上効 千円/ha

600供給の確保 維持・向上 果額（受益面積あたり） ･年

Ｂ農業産出額 事業地区市町村の面積当たり（ ）千円/ha

2,178･年

野菜・果樹の 野菜指定産地・果樹濃密生産団地の指定

0 －産地形成 作物の計画作付面積割合 ％

（受益面積当たり）

－ Ａ Ａ農業水利施設 機能保全コスト ライフサイクルコスト（ ）

の保全・管理 の比較・検討

6.7 Ｂ農業の持続 望ましい農業 認定農業者の割合（総農家当たり） ％

的発展 構造の確立

1.2 Ａ経営耕地面積（一戸当たり） ha/戸

15 Ａ農地の確保・ 作付率の増加ポイント ％

有効利用

Ａ Ａ農業生産基盤 施設の更新整備の緊急性 －

の保全・管理

827 Ｂ農村の振興 地域経済への 他産業への経済波及効果額 千円/ha

･年波及効果 （受益面積当たり）

－ －地域用水機能 地域用水効果額（受益面積当たり） 千円/ha

･年の維持・増進、

水資源の有効

(快適性の活用

向上)

－ －多面的機能 環境機能の維 環境関連効果額（受益面積当たり） 千円/ha

･年の発揮 持・増進

評価

結果
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【事業の実施環境等】

評 価 項 目

評 価 指 標 単位 評

大項目 中項目 小項目 価

ａ事業の 環境への 生態系 ①地域や事業の特性を考慮した調査・検討

ａ実施環 配慮 ②環境情報協議会の意見を踏まえた生態系

境等 配慮

ａ Ａ③地域住民の参加や地域住民との合意形成 －

への取組み

ｂ④維持管理、費用負担及びモニタリング体

制等の調整状況

ａ景観 ①地域や事業の特性を考慮した調査・検討

ａ②環境情報協議会の意見を踏まえた景観配

慮

－ ａ Ａ③地域住民の参加や地域住民との合意形成

への取組み

ｂ④維持管理、費用負担及びモニタリング体

制等の調整状況

ａ Ａ関係計画との連携 関係都道府県や市町村の農業振興計画と本 －

事業との整合性

ｂ関係機関との協議 ①河川管理者との協議(予備)(23条)の状況

ａ Ａ②漁協との協議（予備）の状況 －

ａ③その他着工前に重要な協議(予備)の状況

ａ関連事業との調整 ①事業主体から概略構想(関連事業調書)の

Ａ提出 －

－②共同事業(事業内容、事業費、アロケ等)

の事前了解

ａ Ｂ地元合意 ①事業実施に対する受益農家の同意状況 －

ｂ②事業実施に対する関係市町村の同意状況

ａ Ｂ事業推進体制 ①事業推進協議会の設立 －

ｂ②事業推進協議会から着工要望の提出

ｂ維持管理体制 ①予定管理者の合意

ｂ Ｂ②維持管理方法と費用負担に関する予定管 －

理者との合意

ａ Ａ営農支援体制 営農推進組織等(営農支援体制)の設立状況 －

評価

結果
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平成２２年度新規地区採択チェックリスト（国営かんがい排水事業）

（局名：関東農政局 （地区名：印旛沼二期））
いん ば ぬま に き

３．特定監視項目（国営かんがい排水事業）

項 目 評 価 の 内 容 判定

１．地質状況 ・地質状況に基づいた施設計画としている。 ○

２．受益面積 ・最近年の面積を把握している。 ○

項目を満たしている場合は「○」とする。
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国営かんがい排水事業（国営造成土地改良施設整備事業）

牧之原地区
ま き の は ら

事業の概要

本地区は、静岡県島田市 にまたがる5,145haの茶園地、掛川市、御前崎市、菊川市及び牧之原市

帯において、前歴事業にて造成した施設の老朽化に伴い低下した機能の回復及びマクロセル腐食によ

り増嵩している維持管理の軽減を図るため、川口取水工、牧之原揚水機場、用水路及び水管理施設の

改修を行うものである。

事業の目的・必要性

本地区の農業用用水施設は、昭和53年度～平成12年度にかけて整備されたが、用水路はマクロセル

腐食を要因とする劣化による機能低下が生じており、水管理施設及び電気設備は既に耐用年数を超過

していることから、農業用水の安定供給に支障を来しているとともに、施設の維持管理に多大な経費

と労力を要している。

このため、本事業で用水施設の改修及び水管理施設の更新を行うことにより施設機能の維持及び維

持管理の軽減を図り、もって農業生産の維持及び農業経営の安定に資するものである。

事業の効率性

・総費用総便益比

区 分 算定式 数 値 備 考

総費用(現在価値化) ①＝②＋③ 93,675百万円

当該事業による費用 ② 1,362百万円 当該事業費 1,600百万円

その他費用 ③ 92,313百万円

評価期間(当該事業の工事期間＋40年) ④ 45年 工事期間 平成22～26年度

総便益額(現在価値化) ⑤ 106,449百万円

総費用総便益比 ⑥＝⑤÷① 1.13

（注１）総費用とは当該地域内において効果を発揮する一連の施設に係る費用であり、評価期間中

の施設の資産価額、整備費用及び再整備費用である。

（注２）百万円単位で四捨五入しているため、数値は算定結果と合わない場合がある。

（注３）数値は土地改良法に基づく計画決定をもって確定するため、現時点では暫定値である。

・年効果額（便益額）

本事業の実施により、既存施設の機能が喪失せず、用水の安定供給が確保され、事業を実施しな

かった場合と比較して年間1,959百万円相当の農業生産の維持、約3,281百万円の営農経費の節減及

び約99百万円の維持管理に係る経費の増により、年間5,141百万円の事業効果の発現が見込まれ、

農業経営の安定が図られる。

作物生産効果 1,959百万円

営農経費節減効果 3,281百万円

維持管理費節減効果 △ 99百万円

計 5,141百万円

日程・手続

平成21年度から、土地改良法に基づく土地改良事業計画の概要の公告等の手続きが開始される予定

である。
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事業に対する決議

平成21年3月に牧之原畑地総合整備土地改良区総代会で事業実施について決議されている。

評価担当部局

農村振興局

概要図

１.受益面積 5,145ha

２.受益者数 9,492人

３.主要工事計画 工 種 数 量 事 業 費

取 水 工（改修） １箇所 114百万円

揚 水 機 場（改修） １箇所 322百万円

用 水 路（改修） 93.5km 405百万円

水管理施設（改修） 一 式 759百万円

４.国営総事業費 1,600百万円

牧 之 原 地 区 事 業 概 要 図

位置図

受益面積

用水改良 5,145ha

排水改良 - ha

凡 例

受益地

取水工◎

揚水機場P

吐水槽□

用水路

調整水槽○
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平成２２年度新規地区採択チェックリスト（国営かんがい排水事業）

（局名：関東農政局 （地区名：牧之原））
まきのはら

１．必須事項

項 目 評 価 の 内 容 判定

１．事業の必要性 ・農業生産性の向上、農業総生産の維持・増大、農業生
が明確であるこ 産の選択的拡大、農業構造の改善等の観点から、当該 ○
と （必要性） 事業を必要とすること。。

２．技術的可能性 ・地形、地質、水利状況等からみて、当該事業の施行が
が確実であるこ 技術的に可能であること。 ○
と。

３．事業の効率性 ・当該事業のすべての効用がそのすべての費用を償うこ
が十分見込まれ と。 ○

。（ ）ること 効率性

４．農家負担の可 ・当該事業の費用に係る受益農家の負担が、農業経営の
能性が十分であ 状況からみて、負担能力の限度を超えることとはなら ○
ること 公平性 ないこと。。（ ）

５．環境との調和 ・当該事業が環境との調和に配慮したものであること。
に配慮している ○
こと。

６．事業の採択要 ・事業実施要綱・要領に規定された事業内容、採択基準
件を満たしてい の要件に適合していること。 ○

、 「 」ること。 ・採択に係る事業の工期が 別に定められた 限度工期
を超えないこと。

項目を満たしている場合は「○」とする。

項目欄の（ ）には、主として考えられる観点を記述している。
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平成２２年度新規地区採択チェックリスト（国営かんがい排水事業）

（局名：関東農政局 （地区名：牧之原））
まきのはら

２．優先配慮事項

【効率性・有効性】

評価
評 価 項 目

評 価 指 標 単位 評価
結果

大項目 中項目 小項目

○ Ａ効率性 事業の経済性・効率性 ①事業費の経済性・効率性の確保 －

○②コスト縮減についての具体的配慮

999 Ｂ有効性 食料の安定 農業生産性の 土地生産性及び労働生産性の維持・向上効 千円/

ha･年供給の確保 維持・向上 果額（受益面積あたり）

3,579 Ａ農業産出額 事業地区市町村の面積当たり（ ）千円/

ha･年

野菜・果樹の 野菜指定産地・果樹濃密生産団地の指定

産地形成 作物の計画作付面積割合 ％ 3.0 Ｂ

（受益面積当たり）

水利施設 機能保全コスト ライフサイクルコスト Ａ Ａ農業 －（ ）

保全・管理 の比較・検討の

12 Ａ農業の持続 望ましい農業 認定農業者の割合（総農家当たり） ％

的発展 構造の確立

0.83 Ａ経営耕地面積（一戸当たり） ha/戸

農地の確保・ 作付率の増加ポイント ％ － －

有効利用

Ａ Ａ農業生産基盤 施設の更新整備の緊急性 －

の保全・管理

－ －農村の振興 地域経済への 他産業への経済波及効果額 千円/

ha･年波及効果 （受益面積当たり）

－ －地域用水機能 地域用水効果額（受益面積当たり） 千円/

ha･年の維持・増進、

水資源の有効

活用(快適性の

向上)

－ －多面的機能 環境機能の維 環境関連効果額（受益面積当たり） 千円/

ha･年の発揮 持・増進
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【事業の実施環境等】

評価
評 価 項 目

評 価 指 標 単位 評価
結果

大項目 中項目 小項目

ａ事業の 環境への 生態系 ①地域や事業の特性を考慮した調査・検討

ａ実施環 配慮 ②環境情報協議会の意見を踏まえた生態系

配慮境等

－ Ａ③地域住民の参加や地域住民との合意形成 －

への取組み

－④維持管理、費用負担及びモニタリング体

制等の調整状況

ａ景観 ①地域や事業の特性を考慮した調査・検討

ａ②環境情報協議会の意見を踏まえた景観配慮

－ Ａ③地域住民の参加や地域住民との合意形成 －

への取組み

－④維持管理、費用負担及びモニタリング体

制等の調整状況

ａ Ａ関係計画との連携 関係都道府県や市町村の農業振興計画と本 －

事業との整合性

－関係機関との協議 ①河川管理者との協議(予備)(23条)の状況

－ Ｂ②漁協との協議（予備）の状況 －

ｂ③その他着工前に重要な協議(予備)の状況

－関連事業との調整 ①事業主体から概略構想(関連事業調書)の

Ａ提出 －

ａ②共同事業(事業内容、事業費、アロケ等)

の事前了解

ａ Ａ地元合意 ①事業実施に対する受益農家の同意状況 －

ａ②事業実施に対する関係市町村の同意状況

ａ Ａ事業推進体制 ①事業推進協議会の設立 －

ａ②事業推進協議会から着工要望の提出

ａ維持管理体制 ①予定管理者の合意

ａ Ａ②維持管理方法と費用負担に関する予定管 －

理者との合意

ａ Ａ営農支援体制 営農推進組織等(営農支援体制)の設立状況 －
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平成２２年度新規地区採択チェックリスト（国営かんがい排水事業）

（局名：関東農政局 （地区名：牧之原））
まきのはら

３．特定監視項目（国営かんがい排水事業）

項 目 評 価 の 内 容 判定

１．地質状況 ・地質状況に基づいた施設計画としている。 ○

２．受益面積 ・最近年の面積を把握している。 ○

項目を満たしている場合は「○」とする。
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国営かんがい排水事業 北海地区
ほ つ か い

事業の概要

本事業は、北海道石狩支庁及び空知支庁管内に位置する5市2町1村の農地27,002haを対象に、かん

がい用水の安定供給、維持管理の軽減、用水管理の効率化を図るため、頭首工1箇所、用水路2路線

L=36.4㎞、水管理施設1式を整備するものである。

なお、平成22年度に着手する指定工事（一期事業）では、頭首工1箇所、1路線 L=24.0㎞を整備

する。

事業の目的・必要性

本地区では、国営総合かんがい排水事業美唄土地改良事業地区(昭和32年度～昭和54年度)等によ

り用水施設が整備された後、国営空知中央土地改良事業等で代掻き期間の短縮や深水かんがいに必

要な用水の確保と、それに伴う用水施設の整備がなされている。

しかし、北海頭首工、北海幹線用水路及び岩見沢幹線用水路の一部は、国営空知中央土地改良事

業等では整備されておらず、造成後約40年を経過し、コンクリートの劣化が進行したことによる不

安定な状況から、維持管理にも多大な費用を要している。

また、本地区の基幹施設である北海幹線用水路は長大な水路であるため、維持管理や効率的な用

水管理に多大な労力を要している。

このため、本事業では頭首工及び幹線用水路を整備するとともに、水管理施設を整備し、かんが

い用水の安定供給、維持管理の軽減、用水管理の効率化を図り、地域農業の振興に資するものであ

る。

事業の効率性

・総費用総便益比の算定

区 分 算定式 数 値 備 考

総費用(現在価値化) ①＝②＋③ 290,703百万円

当該事業による整備費用 ② 29,149百万円 当該事業費 39,000百万円

その他費用 ③ 261,555百万円

評価期間 ④ 52年 工事期間 平成22～33年度(当該事業の工事期間＋40年)

総便益額(現在価値化) ⑤ 347,785百万円

総費用総便益比 ⑥＝⑤÷① 1.19

（注1）総費用とは当該地域内において効果を発揮する一連の施設に係る費用であり、評価期間中の

施設の資産価額、整備費用及び再整備費用である。

（注2）百万円単位で四捨五入しているため、数値は算定結果と合わない場合がある。

（注3）数値は土地改良法に基づく法手続きを経て確定するため、現時点では暫定値である。

・年効果額（便益額）

本事業の実施により、用水施設の機能が維持されることによって、事業を実施しなかった場合と

比較して年間8,938百万円相当の農作物生産量の維持・増加、年間3,066百万円の営農経費の節減等

が図られ、年間15,997百万円の事業効果が発現し、農業経営の安定が図られる。

作物生産効果 8,938百万円

品質向上効果 4,412百万円

営農経費節減効果 3,066百万円

維持管理費節減効果 △ 438百万円

地域用水効果 19百万円

計 15,997百万円
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日程・手続

平成21年度から、土地改良事業計画の概要の公告等の土地改良法に基づく手続きが開始される予

定である。

事業に対する決議

平成21年3月に 「北海土地改良区総代会」及び「新篠津土地改良区総代会 、また 「国営北海土、 」 、

地改良事業地区推進検討委員会」において、平成22年度新規着工要求することを決議している。

評価担当部局

農村振興局

概要図

１．受益面積 27,002ha

２．受益者数 2,487人

３．主要工事計画 工 種 数 量 事 業 費

頭 首 工(改修) 1ヶ所 (1ヶ所) 1,300百万円 ( 1,300百万円)

用 水 路 改修 36.4km 24.0㎞ 36,960百万円 (26,700百万円)（ ） （ ）

水管理施設(新設) 1式 740百万円

国営総事業費 39,000百万円 (28,000百万円)

（ ）は指定工事（一期事業）で内数
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平成22年度新規地区採択チェックリスト（国営かんがい排水事業）

（局名：北海道開発局 （地区名：北海））
ほつかい

1．必須事項

項 目 評 価 の 内 容 判定

1．事業の必要性が明 ・農業生産性の向上、農業総生産の維持・増大、農業生産の

確であること。 選択的拡大、農業構造の改善等の観点から、当該事業を必 ○

（必要性） 要とすること。

2．技術的可能性が確 ・地形、地質、水利状況等からみて、当該事業の施行が技術

実であること。 的に可能であること。 ○

3．事業の効率性が十 ・当該事業のすべての効用がそのすべての費用を償うこと

分見込まれること。 ○

（効率性）

4．農家負担の可能性 ・当該事業の費用に係る受益農家の負担が、農家経営の状況

が十分であること。 からみて 負担能力の限度を超えることとはならないこと ○、 。

（公平性）

5．環境との調和に配 ・当該事業が環境との調和に配慮したものであること。

慮していること。 ○

6．事業の採択要件を ・事業実施要綱・要領に規定された事業内容、採択基準の要

満たしていること。 件に適合していること。 ○

・採択に係る事業の工期が、別に定められた「限度工期」を

超えないこと。

項目を満たしている場合は「○」とする。

項目欄の（ ）には、主として考えられる観点を記述している。
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平成22年度新規地区採択チェックリスト（国営かんがい排水事業）

（局名：北海道開発局 （地区名：北海））
ほつかい

2．優先配慮事項

【効率性・有効性】

評価評 価 項 目

評 価 指 標 評価単位

結果大項目 中項目 小項目

○ Ａ効率性 事業の経済性・効率性 ①事業費の経済性・効率性の確保 －

○②コスト縮減についての具体的配慮

592 Ｂ有効性 食料の安定 農業生産性の 土地生産性及び労働生産性の維持・向上効 千円/ha

･年供給の確保 維持・向上 果額（受益面積あたり）

908 Ａ農業産出額 事業地区市町村の面積当たり（ ）千円/ha

･年

野菜・果樹の 野菜指定産地・果樹濃密生産団地の指 4.9 Ｂ

％産地形成 定作物の計画作付面積割合

（受益面積当たり）

農業水利施設 機能保全コスト（ライフサイクルコス － Ｂ Ｂ

の保全・管理 ト）の比較・検討

55.3 Ａ農業の持続 望ましい農業 認定農業者の割合（総農家当たり） ％

的発展 構造の確立

9.4 Ａ経営耕地面積（一戸当たり） ha/戸

農地の確保・ 作付率の増加ポイント － －％

有効利用

Ａ Ａ農業生産基盤 施設の更新整備の緊急性 －

の保全・管理

-32 Ｂ農村の振興 地域経済への 他産業への経済波及効果額 千円/ha

･年波及効果 （受益面積当たり）

0.7 Ｂ地域用水機能 地域用水効果額（受益面積当たり） 千円/ha

･年の維持・増進、

水資源の有効

(快適性の活用

向上)

千円/ha多面的機能 環境機能の維 環境関連効果額（受益面積当たり）

･年の発揮 持・増進
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【事業の実施環境等】

評価評 価 項 目

評 価 指 標 単位 評価

結果大項目 中項目 小項目

ａ事業の 環境への配 生態系 ①地域や事業の特性を考慮した調査・検討

ａ実施環 慮 ②環境情報協議会の意見を踏まえた生態系

境等 配慮

ａ Ａ③地域住民の参加や地域住民との合意形成 －

への取組み

ａ④維持管理、費用負担及びモニタリング体

制等の調整状況

ａ景観 ①地域や事業の特性を考慮した調査・検討

ａ②環境情報協議会の意見を踏まえた景観配

慮

ａ Ａ③地域住民の参加や地域住民との合意形成 －

への取組み

ａ④維持管理、費用負担及びモニタリング体

制等の調整状況

Ａ Ａ関係計画との連携 関係都道府県や市町村の農業振興計画と本 －

事業との整合性

ａ関係機関との協議 ①河川管理者との協議(予備)(23条)の状況

ａ Ａ②漁協との協議（予備）の状況 －

ａ③その他着工前に重要な協議(予備)の状況

関連事業との調整 ①事業主体から概略構想(関連事業調書)の

－提出 － －

②共同事業(事業内容、事業費、アロケ等)

の事前了解

ａ Ａ地元合意 ①事業実施に対する受益農家の同意状況 －

ａ②事業実施に対する関係市町村の同意状況

ａ Ａ事業推進体制 ①事業推進協議会の設立 －

ａ②事業推進協議会から着工要望の提出

ａ維持管理体制 ①予定管理者の決定

ａ Ａ②維持管理方法と費用負担に関する予定管 －

理者との合意

Ａ Ａ営農支援体制 営農推進組織等(営農支援体制)の設立状況 －
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平成22年度新規地区採択チェックリスト（国営かんがい排水事業）

（局名：北海道開発局 （地区名：北海））
ほつかい

3．特定監視項目

項 目 評 価 の 内 容 判定

1．地質状況 ・地質状況に基づいた施設計画としている。 ○

2．受益面積 ・最近年の面積を把握している。 ○

項目を満たしている場合は「○」とする。



- 37 -

国営かんがい排水事業（国営造成土地改良施設整備事業）

山部二期地区
や ま べ に き

事業の概要

本事業は、北海道富良野市及び空知郡南富良野町の農地2,526haを対象に、農業用水の安定的供給

を行い、農業生産の維持と農業経営の安定化を図るため、老朽化した頭首工及び幹線用水路を整備

するものである。

事業の目的・必要性

本地区の農業用用水施設は、昭和40年度から昭和54年度にかけて実施された国営山部土地改良事

業により造成されたが、築造後約40年が経過しており、経年による老朽化が著しく、施設の機能維

持や安全性の確保が困難な状況となっている。

このため、老朽化した頭首工及び幹線用水路の整備を行うことにより、農業用水の安定的供給を

行い、農業生産の維持と農業経営の安定化を図るものである。

事業の効率性

・総費用総便益比の算定

区 分 算定式 数 値 備 考

総費用(現在価値化) ①＝②＋③ 16,833百万円

当該事業費 2,700百万円当該事業による整備費用 ② 2,222百万円

その他費用 ③ 14,611百万円

工事期間 平成22～27年度評価期間(当該事業の工事期間＋40年) ④ 46年

総便益額(現在価値化) ⑤ 24,285百万円

総費用総便益比 ⑥＝⑤÷① 1.44

（注1）総費用とは当該地域内において効果を発揮する一連の施設に係る費用であり、評価期間中の

施設の資産価額、整備費等である。

（注2）百万円単位で四捨五入しているため、数値は算定結果と合わない場合がある。

（注3）数値は土地改良法に基づく法手続きを経て確定するため、現時点では暫定値である。

・年効果額（便益額）

本事業の実施により、既存施設の機能が喪失せず、用水の安定供給が確保されることにより、事

業を実施しなかった場合と比較して、年間 623百万円相当の農作物生産量が維持されるなど、年間

1,163百万円相当の事業効果が発現し、農業経営の安定が図られる。

・作物生産効果 623百万円

・品質向上効果 205百万円

・営農経費節減効果 364百万円

・維持管理費節減効果 △ 29百万円

計 1,163百万円

日程・手続

平成21年度から、土地改良法に基づく土地改良事業計画の概要の公告等の手続きが開始される予

定である。

事業に対する決議

平成21年7月に受益者と地元関係機関からなる「山部二期地区 国営土地改良事業期成会」の総会

において、平成22年度新規着工要求することを決議している。

評価担当部局

農村振興局
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概要図

1．受益面積 2,526ha

2．受益者数 311人

3．主要工事計画 工 種 数 量 事 業 費

頭首工（改修） 1箇所 157百万円

用水路（改修） 6.3km 2,543百万円

国営総事業費 2,700百万円
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平成２２年度新規地区採択チェックリスト（国営かんがい排水事業）

（局名：北海道開発局 （地区名：山部二期））
や ま べ に き

１．必須事項

項 目 評 価 の 内 容 判定

１．事業の必要性 ・農業生産性の向上、農業総生産の維持・増大、農業生
が明確であるこ 産の選択的拡大、農業構造の改善等の観点から、当該 ○
と （必要性） 事業を必要とすること。。

２．技術的可能性 ・地形、地質、水利状況等からみて、当該事業の施行が
が確実であるこ 技術的に可能であること。 ○
と。

３．事業の効率性 ・当該事業のすべての効用がそのすべての費用を償うこ
が十分見込まれ と。 ○

。（ ）ること 効率性

４．農家負担の可 ・当該事業の費用に係る受益農家の負担が、農業経営の
能性が十分であ 状況からみて、負担能力の限度を超えることとはなら ○
ること 公平性 ないこと。。（ ）

５．環境との調和 ・当該事業が環境との調和に配慮したものであること。
に配慮している ○
こと。

６．事業の採択要 ・事業実施要綱・要領に規定された事業内容、採択基準
件を満たしてい の要件に適合していること。 ○

、 「 」ること。 ・採択に係る事業の工期が 別に定められた 限度工期
を超えないこと。

項目を満たしている場合は「○」とする。

項目欄の（ ）には、主として考えられる観点を記述している。
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平成２２年度新規地区採択チェックリスト（国営かんがい排水事業）

（局名：北海道開発局 （地区名：山部二期））
や ま べ に き

２．優先配慮事項

【効率性・有効性】

評価評 価 項 目

評 価 指 標 評価単位

結果大項目 中項目 小項目

○ Ａ効率性 事業の経済性・効率性 ①事業費の経済性・効率性の確保 －

○②コスト縮減についての具体的配慮

460 Ｂ有効性 食料の安定 農業生産性の 土地生産性及び労働生産性の維持・向上効 千円/ha

･年供給の確保 維持・向上 果額（受益面積あたり）

Ａ農業産出額 事業地区市町村の面積当たり（ ）千円/ha 1,645

･年

野菜・果樹の 野菜指定産地・果樹濃密生産団地の指定

13 Ａ産地形成 作物の計画作付面積割合 ％

（受益面積当たり）

Ｂ Ｂ農業 －水利施設 機能保全コスト ライフサイクルコスト（ ）

保全・管理 の比較・検討の

83 Ａ農業の持続 望ましい農業 認定農業者の割合（総農家当たり） ％

的発展 構造の確立

3.4 Ｂ経営耕地面積（一戸当たり） ha/戸

－ －農地の確保・ 作付率の増加ポイント ％

有効利用

Ａ Ａ農業生産基盤 施設の更新整備の緊急性 －

の保全・管理

－ －農村の振興 地域経済への 他産業への経済波及効果額 千円/ha

･年波及効果 （受益面積当たり）

千円/ha地域用水機能 地域用水効果額（受益面積当たり）

－ －の維持・増進、 ･年

水資源の有効

活用(快適性の

向上)

－ －多面的機能 環境機能の維 環境関連効果額（受益面積当たり） 千円/ha

･年の発揮 持・増進
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【事業の実施環境等】

評価評 価 項 目

評価評 価 指 標 単位

結果大項目 中項目 小項目

a事業の 環境への 生態系 ①地域や事業の特性を考慮した調査・検討

a実施環 配慮 ②環境情報協議会の意見を踏まえた生態系

配慮境等

a Ａ③地域住民の参加や地域住民との合意形成 －

への取組み

a④維持管理、費用負担及びモニタリング体

制等の調整状況

a景観 ①地域や事業の特性を考慮した調査・検討

a②環境情報協議会の意見を踏まえた景観配慮

a Ａ③地域住民の参加や地域住民との合意形成 －

への取組み

a④維持管理、費用負担及びモニタリング体

制等の調整状況

a Ａ関係計画との連携 関係都道府県や市町村の農業振興計画と本 －

事業との整合性

a関係機関との協議 ①河川管理者との協議(予備)(23条)の状況

－ Ａ②漁協との協議（予備）の状況 －

－③その他着工前に重要な協議(予備)の状況

－関連事業との調整 ①事業主体から概略構想(関連事業調書)の

－提出 －

－②共同事業(事業内容、事業費、アロケ等)

の事前了解

a Ａ地元合意 ①事業実施に対する受益農家の同意状況 －

a②事業実施に対する関係市町村の同意状況

a Ａ事業推進体制 ①事業推進協議会の設立 －

a②事業推進協議会から着工要望の提出

a維持管理体制 ①予定管理者の合意

a Ａ②維持管理方法と費用負担に関する予定管 －

理者との合意

a Ａ営農支援体制 営農推進組織等(営農支援体制)の設立状況 －
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平成２２年度新規地区採択チェックリスト（国営かんがい排水事業）

（局名：北海道開発局 （地区名：山部二期））
や ま べ に き

３．特定監視項目（国営かんがい排水事業）

項 目 評 価 の 内 容 判定

１．地質状況 ・地質状況に基づいた施設計画としている。 ○

２．受益面積 ・最近年の面積を把握している。 ○

項目を満たしている場合は「○」とする。
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国営かんがい排水事業 兵村地区
へ い そ ん

事業の概要

本事業は、北海道紋別郡上湧別町の農地1,313haを対象に、用水の安定供給と用水施設の維持管理

の軽減を図るため、用水路1路線 L=3.8km、水管理施設一式を整備するとともに、農地の湛水被害を

解消するため、排水路2路線 L=12.3kmを整備するものである。

事業の目的・必要性

本地区の用水施設は、国営上湧別土地改良事業（平成3年度～平成12年度）により整備されたが、

用水路の機能低下により、農業用水の安定供給及び維持管理に支障が生じている。また、水管理施

設の老朽化等により効率的な用水管理に多大な労力を要している。

一方、近年の短期、集中的な降雨の増加により、農地の湛水被害が発生するとともに、被害軽減

のためのポンプ排水等への対応で効率的な農作業が行なわれていない状況にある。

このため、本事業により基幹用排水路及び水管理施設を整備するとともに、関連事業により末端

用排水施設を整備し、用水需要に対応した新規畑地かんがいを含めた用水の安定供給と管理の効率

化、農地の湛水被害の解消による土地生産性の向上、非効率な農作業の解消を図り、農業経営の安

定と地域農業の振興に資するものである。

事業の効率性

・総費用総便益比の算定

区 分 算定式 数 値 備 考

総費用(現在価値化) ①＝②＋③ 14,536百万円

当該事業による整備費用 ② 4,528百万円 当該事業費 5,500百万円

その他費用 ③ 10,008百万円

評価期間(当該事業の工事期間＋40年) ④ 47年 工事期間 平成22～28年度

総便益額(現在価値化) ⑤ 16,839百万円

総費用総便益比 ⑥＝⑤÷① 1.15

（注1）総費用とは当該地域内において効果を発揮する一連の施設に係る費用であり、評価期間中の

施設の資産価額、整備費用及び再整備費用である。

（注2）百万円単位で四捨五入しているため、数値は算定結果と合わない場合がある。

（注3）数値は土地改良法に基づく法手続きを経て確定するため、現時点では暫定値である。

・年効果額（便益額）

本事業により基幹用排水路の整備及び関連事業による末端用排水施設を整備する事により、用水

需要に対応した新規畑地かんがいを含めた用水の安定供給と農地の湛水被害が解消され、年間583百

万円相当の農作物生産量の維持・増加、年間171百万円の営農経費の節減等が図られるなど、年間82

4百万円の事業効果が発現し、農業経営の安定が図られる。

作物生産効果 583百万円

品質向上効果 83百万円

営農経費節減効果 171百万円

維持管理費節減効果 △ 20百万円

災害防止効果 7百万円

計 824百万円

日程・手続

平成21年度から、土地改良事業計画の概要の公告等の土地改良法に基づく手続きが開始される予

定である。
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事業に対する決議

平成20年12月に「兵村地区土地改良事業促進期成会 、平成21年5月に「国営かんがい排水事業兵」

村地区推進検討委員会」において、平成22年度新規着工要求することを決議している。

評価担当部局

農村振興局

概要図

1．受益面積 1,313ha

2．受益者数 101人

3．主要工事計画 工 種 数 量 事 業 費

用水路（改修） 3.8km 856百万円

排水路（新設） 12.3km 4,499百万円

水管理施設（改修） 一式 145百万円

国営総事業費 5,500百万円

用水改良 1,219

畑かん 42

計 1,313

用水改良（畑）

排水改良（畑）

集　水　区　域

頭首工（既設利用）

ファームポンド（既設利用）

用水路（改修）

用水路（既設利用）

排水路（新設）

市　町　村　界

国営土地改良事業　新規着工　兵村地区　概要図

［］は畑地かんがいと重複で内数 

排水改良

741
(665)
［24］

（）は用水改良と重複で内数

凡　　　例

北　海　道

受　益　面　積　（ha）
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平成22年度新規地区採択チェックリスト（国営かんがい排水事業）

（局名：北海道開発局 （地区名：兵村））
へいそん

1．必須事項

項 目 評 価 の 内 容 判定

1．事業の必要性が明 ・農業生産性の向上、農業総生産の維持・増大、農業生産の選

確であること。 択的拡大、農業構造の改善等の観点から、当該事業を必要と ○

（必要性） すること。

2．技術的可能性が確 ・地形、地質、水利状況等からみて、当該事業の施行が技術的

実であること。 に可能であること。 ○

3．事業の効率性が十 ・当該事業のすべての効用がそのすべての費用を償うこと。

分見込まれること。 ○

（効率性）

4．農家負担の可能性 ・当該事業の費用に係る受益農家の負担が、農業経営の状況か

が十分であること。 らみて、負担能力の限度を超えることとはならないこと。 ○

（公平性）

5．環境との調和に配 ・当該事業が環境との調和に配慮したものであること。

慮していること。 ○

6．事業の採択要件を ・事業実施要綱・要領に規定された事業内容、採択基準の要件

満たしていること。 に適合していること。 ○

・採択に係る事業の工期が、別に定められた「限度工期」を超

えないこと。

項目を満たしている場合は「○」とする。

項目欄の（ ）には、主として考えられる観点を記述している。
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平成22年度新規地区採択チェックリスト（国営かんがい排水事業）

（局名：北海道開発局 （地区名：兵村））
へいそん

2．優先配慮事項

【効率性・有効性】

評価評 価 項 目

評 価 指 標 評価単位

結果大項目 中項目 小項目

○ Ａ効率性 事業の経済性・効率性 ①事業費の経済性・効率性の確保 －

○②コスト縮減についての具体的配慮

622 Ｂ有効性 食料の安定 農業生産性の 土地生産性及び労働生産性の維持・向上効 千円/ha

･年供給の確保 維持・向上 果額（受益面積あたり）

Ａ農業産出額 事業地区市町村の面積当たり（ ） 千円/ha 1,377

･年

野菜・果樹の 野菜指定産地・果樹濃密生産団地の指

産地形成 定作物の計画作付面積割合 39.8 Ａ％

（受益面積当たり）

農業水利施設 機能保全コスト（ライフサイクルコス － Ｂ Ｂ

の保全・管理 ト）の比較・検討

66 Ａ農業の持続 望ましい農業 認定農業者の割合（総農家当たり） ％

的発展 構造の確立

19.8 Ａ経営耕地面積（一戸当たり） ha/戸

農地の確保・ 作付率の増加ポイント － －％

有効利用

Ａ Ａ農業生産基盤 施設の更新整備の緊急性 －

の保全・管理

227 Ｂ農村の振興 地域経済への 他産業への経済波及効果額 千円/ha

･年波及効果 （受益面積当たり）

－ －地域用水機能 地域用水効果額（受益面積当たり） 千円/ha

･年の維持・増進、

水資源の有効

(快適性の活用

向上)

－ －多面的機能 環境機能の維 環境関連効果額（受益面積当たり） 千円/ha

･年の発揮 持・増進
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【事業の実施環境等】

評価評 価 項 目

評 価 指 標 単位 評価

結果大項目 中項目 小項目

ａ事業の 環境への配 生態系 ①地域や事業の特性を考慮した調査・検討

ａ実施環 慮 ②環境情報協議会の意見を踏まえた生態系

境等 配慮

ａ Ａ③地域住民の参加や地域住民との合意形成 －

への取組み

ａ④維持管理、費用負担及びモニタリング体

制等の調整状況

ａ景観 ①地域や事業の特性を考慮した調査・検討

ａ②環境情報協議会の意見を踏まえた景観配

慮

ａ Ａ③地域住民の参加や地域住民との合意形成 －

への取組み

ａ④維持管理、費用負担及びモニタリング体

制等の調整状況

ａ Ａ関係計画との連携 ①関係都道府県や市町村の農業振興計画と －

本事業との整合性

ａ関係機関との協議 ①河川管理者との協議(予備)(23条)の状況

ａ Ａ②漁協との協議（予備）の状況 －

ａ③その他着工前に重要な協議(予備)の状況

ａ関連事業との調整 ①事業主体から概略構想(関連事業調書)の

Ａ提出 －

－②共同事業(事業内容、事業費、アロケ等)

の事前了解

ａ Ａ地元合意 ①事業実施に対する受益農家の同意状況 －

ａ②事業実施に対する関係市町村の同意状況

ａ Ａ事業推進体制 ①事業推進協議会の設立 －

ａ②事業推進協議会から着工要望の提出

ａ維持管理体制 ①予定管理者の決定

ａ Ａ②維持管理方法と費用負担に関する予定管 －

理者との合意

Ａ Ａ営農支援体制 営農推進組織等(営農支援体制)の設立状況 －
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平成22年度新規地区採択チェックリスト（国営かんがい排水事業）

（局名：北海道開発局 （地区名：兵村））
へいそん

3．特定監視項目（国営かんがい排水事業）

項 目 評 価 の 内 容 判定

1．地質状況 ・地質状況に基づいた施設計画としている。 ○

2．受益面積 ・最近年の面積を把握している。 ○

項目を満たしている場合は「○」とする。
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国営かんがい排水事業（国営造成土地改良施設整備事業）

川合地区
か わ い

事業の概要

本事業は、北海道中川郡池田町の農地1,257haを対象に、農業生産の維持と農業経営の安定化を図

るため、老朽化した排水機場及び排水路を整備するものである。

事業の目的・必要性

本地区の排水施設は、国営川合土地改良事業（昭和46年～昭和53年）に整備されたが、築造後30年

以上が経過しており、経年による老朽化が著しく、施設の機能維持や安全性の確保が困難な状況とな

っている。

このため、本事業では、老朽化した排水機場及び排水路の改修を行い、農業生産の維持と農業経営

の安定化を図るものである。

事業の効率性

・総費用総便益比の算定

区 分 算定式 数 値 備 考

総費用(現在価値化) ①＝②＋③ 6,696百万円

当該事業費 2,200百万円当該事業による整備費用 ② 1,882百万円

その他費用 ③ 4,813百万円

工事期間 平成22～26年度評価期間(当該事業の工事期間＋40年) ④ 45年

総便益額(現在価値化) ⑤ 6,776百万円

総費用総便益比 ⑥＝⑤÷① 1.01

（注１）総費用とは当該地域内において効果を発揮する一連の施設に係る費用であり、評価期間中

の施設の資産価額、整備費等である。

（注２）百万円単位で四捨五入しているため、数値は算定結果と合わない場合がある。

（注３）数値は土地改良法に基づく法手続きを経て確定するため、現時点では暫定値である。

・年効果額（便益比）

本事業の実施により、既存施設の排水機能が確保されることにより、事業を実施しなかった場合と

比較して年間204百万円相当の農作物生産量が維持されるなど、年間328百万円相当の事業効果が発現

し、農業経営の安定が図られる。

・作物生産効果 204百万円

・営農経費節減効果 120百万円

・維持管理費節減効果 △ 3百万円

・災害防止効果 7百万円

計 328百万円

日程・手続

平成21年度から、土地改良法に基づく土地改良事業計画の概要の公告等の手続きが開始される予定

である。

事業に対する決議

平成21年７月に受益者と地元関係機関からなる「川合地区国営土地改良事業促進期成会」総会にお

いて、平成22年度新規着工要求することを決議している。

評価担当部局

農村振興局
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概要図

１．受益面積 1,257ha

２．受益者数 130人

３．主要工事計画 工 種 数 量 事 業 費

排水機場（改修） １箇所 1,932百万円

排水路（改修） 1.7km 268百万円

国営総事業費 2,200百万円
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平成２２年度新規地区採択チェックリスト（国営かんがい排水事業）

（局名：北海道開発局 （地区名：川合））
か わ い

１．必須事項

項 目 評 価 の 内 容 判定

１．事業の必要性 ・農業生産性の向上、農業総生産の維持・増大、農業生
が明確であるこ 産の選択的拡大、農業構造の改善等の観点から、当該 ○
と （必要性） 事業を必要とすること。。

２．技術的可能性 ・地形、地質、水利状況等からみて、当該事業の施行が
が確実であるこ 技術的に可能であること。 ○
と。

３．事業の効率性 ・当該事業のすべての効用がそのすべての費用を償うこ
が十分見込まれ と。 ○

。（ ）ること 効率性

４．農家負担の可 ・当該事業の費用に係る受益農家の負担が、農業経営の
能性が十分であ 状況からみて、負担能力の限度を超えることとはなら ○
ること 公平性 ないこと。。（ ）

５．環境との調和 ・当該事業が環境との調和に配慮したものであること。
に配慮している ○
こと。

６．事業の採択要 ・事業実施要綱・要領に規定された事業内容、採択基準
件を満たしてい の要件に適合していること。 ○

、 「 」ること。 ・採択に係る事業の工期が 別に定められた 限度工期
を超えないこと。

項目を満たしている場合は「○」とする。

項目欄の（ ）には、主として考えられる観点を記述している。
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平成２２年度新規地区採択チェックリスト（国営かんがい排水事業）

（局名：北海道開発局 （地区名：川合））
か わ い

２．優先配慮事項

【効率性・有効性】

評 価 項 目

評 価 指 標 評価単位

大項目 中項目 小項目

○ Ａ効率性 事業の経済性・効率性 ①事業費の経済性・効率性の確保 －

○②コスト縮減についての具体的配慮

255 Ｂ有効性 食料の安定 農業生産性の 土地生産性及び労働生産性の維持・向上効 千円/ha

･年供給の確保 維持・向上 果額（受益面積あたり）

702 Ｂ農業産出額 事業地区市町村の面積当たり（ ）千円/ha

･年

9 Ｂ野菜・果樹の 野菜指定産地・果樹濃密生産団地の指定

産地形成 作物の計画作付面積割合 ％

（受益面積当たり）

Ｂ Ｂ農業 －水利施設 機能保全コスト ライフサイクルコスト（ ）

保全・管理 の比較・検討の

82.6 Ａ農業の持続 望ましい農業 認定農業者の割合（総農家当たり） ％

的発展 構造の確立

26.8 Ａ経営耕地面積（一戸当たり） ha/戸

－ －農地の確保・ 作付率の増加ポイント ％

有効利用

Ａ Ａ農業生産基盤 施設の更新整備の緊急性 －

の保全・管理

－ －農村の振興 地域経済への 他産業への経済波及効果額 千円/ha

･年波及効果 （受益面積当たり）

－ －地域用水機能 地域用水効果額（受益面積当たり） 千円/ha

･年の維持・増進、

水資源の有効

活用(快適性の

向上)

－ －多面的機能 環境機能の維 環境関連効果額（受益面積当たり） 千円/ha

･年の発揮 持・増進

評価

結果
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【事業の実施環境等】

評 価 項 目

評 価 指 標 単位 評価

大項目 中項目 小項目

ａ事業の 環境への 生態系 ①地域や事業の特性を考慮した調査・検討

ａ実施環 配慮 ②環境情報協議会の意見を踏まえた生態系

配慮境等

ａ Ａ③地域住民の参加や地域住民との合意形成 －

への取組み

ａ④維持管理、費用負担及びモニタリング体

制等の調整状況

ａ景観 ①地域や事業の特性を考慮した調査・検討

ａ②環境情報協議会の意見を踏まえた景観配慮

ａ Ａ③地域住民の参加や地域住民との合意形成 －

への取組み

ａ④維持管理、費用負担及びモニタリング体

制等の調整状況

ａ Ａ関係計画との連携 関係都道府県や市町村の農業振興計画と本 －

事業との整合性

ａ関係機関との協議 ①河川管理者との協議(予備)(23条)の状況

－ Ａ②漁協との協議（予備）の状況 －

ａ③その他着工前に重要な協議(予備)の状況

関連事業との調整 ①事業主体から概略構想(関連事業調書)の

－ －提出 －

②共同事業(事業内容、事業費、アロケ等)

の事前了解

ａ Ａ地元合意 ①事業実施に対する受益農家の同意状況 －

ａ②事業実施に対する関係市町村の同意状況

ａ Ａ事業推進体制 ①事業推進協議会の設立 －

ａ②事業推進協議会から着工要望の提出

ａ Ａ維持管理体制 ①予定管理者の合意

ａ②維持管理方法と費用負担に関する予定管 －

理者との合意

Ａ Ａ営農支援体制 営農推進組織等(営農支援体制)の設立状況 －

評価

結果
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平成２２年度新規地区採択チェックリスト（国営かんがい排水事業）

（局名：北海道開発局 （地区名：川合））
か わ い

３．特定監視項目（国営かんがい排水事業）

項 目 評 価 の 内 容 判定

１．地質状況 ・地質状況に基づいた施設計画としている。 ○

２．受益面積 ・最近年の面積を把握している。 ○

項目を満たしている場合は「○」とする。
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国営農地再編整備事業 南長沼地区
みなみながぬま

事業の概要

本事業は、北海道空知支庁管内長沼町の水田地帯において、区画整理及び農地造成を一体的に行

い、生産性の高い基盤の形成と土地利用の整序化を通じて、農業の振興を図るものである。

事業の目的・必要性

本地区では、営農集団を設置し共同作業による生産コストの低減を図り、農業所得の向上を目指

しているが、地区内のほ場は小区画で排水不良を呈しており、経営耕地も分散していることから、

生産性が低く、効率的な農業経営の確立に支障となっている。

このため、本事業により、区画整理と農地造成を一体的に施行し、生産性の高い農業基盤を形成

し、担い手への農地の利用集積を行うとともに、併せて関連事業により農業用水の安定的な供給と

施設の維持管理の軽減を図り、効率的かつ安定的な営農集団体制による土地利用型農業と集約型農

業の拡大を目指し、農業の振興と地域の活性化に資するものである。

事業の効率性

・総費用総便益比の算定

区 分 算定式 区画整理事業 農地造成事業 地区全体 備考

総費用(現在価値化) ①＝②＋③ 39,924百万円 85百万円 40,009百万円

当該事業費当該事業による整備費用 ② 23,338百万円 71百万円 23,409百万円

百万円29,000

その他費用 ③ 16,586百万円 14百万円 16,600百万円

工事期間評価期間 ④ 48年 48年 48年

平成22～29年度(当該事業の工事期間＋40年)

総便益額(現在価値化) ⑤ 44,240百万円 166百万円 44,406百万円

総費用総便益比 ⑥＝⑤÷① 1.10 1.94 1.10

（注１）総費用とは当該地域内において効果を発揮する一連の施設に係る費用であり、評価期間中

の施設の資産価額、整備費用及び再整備費用である。

（注２）百万円単位で四捨五入しているため、数値は算定結果と合わない場合がある。

（注３）数値は土地改良法に基づく法手続きを経て確定するため、現時点では暫定値である。

・年効果額（便益額）

本事業及び関連事業の実施により、効率的な農業経営が図られることとなり、事業を実施しなか

った場合と比較して年間約1,752百万円相当の営農経費が節減されるとともに、年間約514百万円相

当の作物生産額の増加が図られる。

作物生産効果 514百万円

品質向上効果 189百万円

営農経費節減効果 1,752百万円

維持管理費節減効果 △ 51百万円

営農に係る走行経費節減効果 3百万円

一般交通等経費節減効果 5百万円

計 2,412百万円

日程・手続

平成21年度から、土地改良事業計画の概要の公告等の土地改良法に基づく手続きが開始される予

定である。
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事業に対する決議

平成21年 3月に、長沼町、ながぬま農業協同組合、南長沼土地改良区、受益者からなる国営農地

再編整備事業南長沼地区連合促進期成会において 「平成22年度国営事業着工について」決議され、

ている。

評価担当部局

農村振興局

概要図

１．受益面積 1,550 ha

２．受益者数 166 人

３．主要工事計画 工 種 数 量 事 業 費

区画整理 1,545 ha 22,942 百万円

用水路 3条 L=7.8km 4,941 百万円

道路 2条 L=6.2km 1,037 百万円

農地造成 5 ha 80 百万円

４．国営総事業費 29,000 百万円

国営土地改良事業 南長沼地区概要図
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平成２２年度新規地区採択チェックリスト（国営農地再編整備事業（中山間地域型 ））

（局名：北海道開発局 （地区名：南 長 沼））
みなみながぬま

１．必須事項

項 目 評 価 の 内 容 判定

１．事業の必要性が ・農業生産性の向上、農業総生産の維持・増大、農業

明確であること。 生産の選択的拡大、農業構造の改善等の観点から、 ○

（必要性） 当該事業を必要とすること。

２．技術的可能性が ・地形、地質、水利状況等からみて、当該事業の施行

確実であること。 が技術的に可能であること。 ○

３．事業の効率性が ・当該事業のすべての効用がそのすべての費用を償う

十分見込まれるこ こと。 ○

と （効率性）。

４．農家負担の可能 ・当該事業の費用に係る受益農家の負担が、農業経営

性が十分であるこ の状況からみて、負担能力の限度を超えることとな ○

と （公平性） らないこと。。

。５．環境との調和に ・当該事業が環境との調和に配慮したものであること

配慮しているこ ○

と。

６．事業の採択要件 ・事業実施要綱・要領に規定された事業内容、採択基

を満たしているこ 準の要件に適合していること。 ○

と。 ・採択に係る事業の工期が、別に定められた「限度工

期」を超えないこと。

項目を満たしている場合は「○」とする。

項目欄の（ ）には、主として考えられる観点を記述している。
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平成２２年度新規地区採択チェックリスト（国営農地再編整備事業（中山間地域型 ））

（局名：北海道開発局 （地区名：南 長 沼））
みなみながぬま

２．優先配慮事項

【効率性・有効性】

評価評 価 項 目

評 価 指 標 単位 評価

結果大項目 中項目 小項目

○ Ａ効率性 事業の経済性・効率性 ①事業費の経済性・効率性の確保 －

○②コスト縮減についての具体的配慮

49 Ａ有効性 食料の安定 農業生産性の 労働時間短縮率 ％

供給の確保 維持・向上

71 Ａ営農経費縮減率 ％

野菜・果樹の 野菜指定産地・果樹濃密生産団地の指

産地形成 定作物の計画作付面積割合 4 Ｂ％

（受益面積当たり）

農地の有効利 土地利用長期計画に位置づけられてい ％ 99 Ｂ

用 る耕地利用率の成果目標の達成状況

農業の持続 望ましい農業 担い手等への農地利用集積率

97 Ａ的発展 構造の確立、 ％

農地の確保・

有効利用

3 Ｂ農村の振興 農村の生活環 生活環境整備効果（受益面積当たり） 千円/ha

･年境の整備

703 Ｂ地域経済への 他産業への経済波及効果額 千円/ha

･年波及効果 （受益面積当たり）

－ －多面的機能 環境機能の維 環境関連効果額（受益面積当たり） 千円/ha

･年の発揮 持・増進
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【事業の実施環境等】

評価評 価 項 目

評 価 指 標 単位 評価
結果大項目 中項目 小項目

a事業の 環境への 生態系 ①地域や事業の特性を考慮した調査・検討

実施環 配慮 ②環境情報協議会の意見を踏まえた生態系

a境等 配慮

Ａ③地域住民の参加や地域住民との合意形成 －

aへの取組み

④維持管理、費用負担及びモニタリング体

a制等の調整状況

a景観 ①地域や事業の特性を考慮した調査・検討

②環境情報協議会の意見を踏まえた景観配

a慮

Ａ③地域住民の参加や地域住民との合意形成 －

aへの取組み

④維持管理、費用負担及びモニタリング体

a制等の調整状況

a Ａ関係計画との連携 関係都道府県や市町村の農業振興計画と本 －

事業との整合性

－関係機関との協議 ①河川管理者との協議(予備)(23条)の状況

a Ａ②道路管理者との協議(予備)の状況 －

a③その他着工前に重要な協議(予備)の状況

a関連事業との調整 ①事業主体から概略構想(関連事業調書)の

Ａ提出 －

－②共同事業(事業内容、事業費、アロケ等)

の事前了解

a Ａ地元合意 ①事業実施に対する受益農家の同意状況 －

a②事業実施に対する関係市町村の同意状況

a Ａ事業推進体制 ①事業推進協議会の設立 －

a②事業推進協議会から着工要望の提出

a維持管理体制 ①予定管理者の合意

a Ａ②維持管理方法と費用負担に関する予定管 －

理者との合意

Ａ Ａ営農支援体制 営農推進組織等(営農支援体制)の設立状況 －

－ －緊急性 道路や河川等との一体施行や土地利用調整 －

を伴う場合の調整状況
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平成２２年度新規地区採択チェックリスト（国営農地再編整備事業（中山間地域型 ））

（局名：北海道開発局 （地区名：南 長 沼））
みなみながぬま

３．特定監視項目

項 目 評 価 の 内 容 判定

１．農地整備工事 ・地形、地質、水利条件等に基づいた農地整備計画とし

の諸条件 ている。 ○

項目を満たしている場合は「○」とする。
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国営総合農地防災事業 嘉瀬川上流地区
か せ が わ じ よ う り ゆ う

事業の概要

本事業は、佐賀市及び小城市に広がる水田9,489haの水源である北山ダムにおいて、貯水池法面の
ほくざん

崩壊や貯水池内堆砂の進行等により低下したダムの機能回復を図るため、堆砂対策、法面保護及び取

水施設、水管理施設等の整備を行うものである。

目的・必要性

本地区の水源である北山ダムは、国営嘉瀬川土地改良事業(昭和24年～48年)により幹線水路ととも

に造成され、全国でも屈指の穀倉地帯である佐賀平野の農地に対し、農業用水の安定的な供給を行っ

ている。

しかし、ダムの集水域の土壌特性と近年の自然的社会状況の変化、異常な天然現象が相まって、貯

水池法面の崩壊や貯水池内堆砂が進行し、北山ダムの機能低下が生じてきている。今後さらに貯水池

法面の崩壊や堆砂が進行すると、取水施設の機能が損なわれ、農業用水の供給停止に伴って地域の農

業生産に多大な被害が発生するだけでなく、災害時にダムの緊急的な水位低下が行えなくなって河川

管理上の支障が生じ、二次的な被害が拡大する恐れがある。

また、本ダムの周辺は、県立自然公園として多数の国民に利用されているが、貯水池法面の崩壊に

伴い、周辺道路や公園施設などの安全性が損なわれ、利用者や周辺住民に被害を及ぼす恐れがある。

このため、本事業は、堆砂対策、法面保護及び取水施設、水管理施設等の整備を行うことにより、

基幹農業用施設の機能回復を図り、農業生産の維持及び農業経営の安定と併せて国土の保全に資する

ものである。

事業の効率性

・総費用総便益比の算定

区 分 算定式 数 値 備 考

総費用(現在価値化) ①=②+③ 86,226百万円

当該事業による整備費用 ② 4,328百万円 当該事業費 5,500百万円

その他費用 ③ 81,898百万円

評価期間 ④ 48年 工事期間 平成22～29年度(当該事業の工事期間＋40年)

総便益額(現在価値化) ⑤ 92,880百万円

総費用総便益比 ⑥=⑤÷① 1.07

（注１）総費用とは当該地域内において効果を発揮する一連の施設に係る費用であり、評価期間中の

施設の資産価額、整備費用及び再整備費用である。

（注２）百万円単位で四捨五入しているため、数値は算定結果と合わない場合がある。

（注３）数値は土地改良法に基づく法手続きを経て確定するため、現時点では暫定値である。

・年効果額（便益額）

本事業の実施により、既存施設の機能が維持され、用水の安定的な供給が確保されることにより農

業生産の維持が可能となり、事業を実施しなかった場合と比較して年間約4,872百万円相当の作物生

産の維持、約409百万円相当の営農経費の増、約194百万円相当の維持管理費の増、約113百万円相当

の災害被害額の軽減等により、年間約4,382百万円相当の事業効果の発現が見込まれる。

作物生産効果 4,872百万円

営農経費節減効果 △ 409百万円

維持管理費節減効果 △ 194百万円

災害防止効果 113百万円

計 4,382百万円
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日程・手続

平成21年度中に、土地改良事業計画の概要の公告等の土地改良法に基づく手続が開始される予定で

ある。

事業に対する決議

平成21年3月24日に、受益農家の代表である土地改良区及び関係市を構成員とする国営土地改良事

業地区調査嘉瀬川上流地区推進協議会総会において、平成22年度新規着工要求することを決議してい

る。

評価担当部局

農村振興局

概要図

１．受益面積 9,489ha

２．受益者数 8,213人

３．主要工事計画 工 種 数 量 事 業 費

堆砂除去工 一 式 1,246百万円

貯砂施設工 ２箇所 330百万円

法面保護工 一 式 988百万円

取水ゲート ７ 門 970百万円

洪水吐ゲート ２ 門 1,008百万円

水管理施設 一 式 958百万円

４．国営総事業費 5,500百万円
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平成２２年度新規地区採択チェックリスト（国営総合農地防災事業）

（局名：九州農政局 （地区名：嘉瀬川上流））
かせがわじようりゆう

１．必須事項

項 目 評 価 の 内 容 判定

１．事業の必要性が ・農業生産性の向上、農業総生産の維持・増大、農業

明確であること。 生産の選択的拡大、農業構造の改善等の観点から、 ○

（必要性） 当該事業を必要とすること。

２．技術的可能性が ・地形、地質、水利状況等からみて、当該事業の施行

確実であること。 が技術的に可能であること。 ○

３．事業の効率性が ・当該事業のすべての効用がそのすべての費用を償う

十分見込まれるこ こと。 ○

と （効率性）。

４．農家負担の可能 ・当該事業の費用に係る受益農家の負担が、農業経営

性が十分であるこ の状況からみて負担能力の限度を超えることとなら ○

と （公平性） ないこと。。

。５．環境との調和に ・当該事業が環境との調和に配慮したものであること

配慮しているこ ○

と。

６．事業の採択要件 ・事業実施要綱・要領等に規定された事業内容、採択

を満たしているこ 基準の要件に適合していること。 ○

と。 ・採択に係る事業の工期が、別に定められた「限度工

期」を超えないこと。

項目を満たしている場合は「○」とする。

項目欄の（ ）には、主として考えられる観点を記述している。
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平成２２年度新規地区採択チェックリスト（国営総合農地防災事業）

（局名：九州農政局 （地区名：嘉瀬川上流））
かせがわじようりゆう

２．優先配慮事項

【効率性・有効性】

評価評 価 項 目

評 価 指 標 単位 評価

結果大項目 中項目 小項目

Ａ
効率性 事業の経済性・効率性 ①事業費の経済性・効率性の確保 － ○

○②コスト縮減についての具体的配慮

450 Ａ有効性 食料の安定 農業生産性の 土地生産性及び労働生産性の維持・向上効 千円/ha･

年供給の確保 維持・向上 果額（受益面積あたり）

1,403 Ｂ農業産出額 事業地区市町村の面積当たり（ ）千円/ha･

年

0.17 Ａ農業の持続 望ましい農業 認定農業者の割合（総農家当たり） ％

的発展 構造の確立

1.99 Ａ経営耕地面積（一戸当たり） ha/戸

6 Ｂ農業生産基盤 災害防止効果（農業） 千円/ha･

年の保全・管理

6 Ｂ農村の振興 農村の生活環 災害防止効果（一般資産＋公共資産） 千円/ha

･年境の整備

1,229 Ａ地域経済への 他産業への経済波及効果額 千円/ha･

年波及効果 （受益面積当たり）

－ －多面的機能 環境機能の維 環境関連効果額（受益面積あたり） 千円/ha

･年の発揮 持・増進
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【事業の実施環境等】

評価評 価 項 目
評 価 指 標 単位 評

大項目 中項目 小項目 価結果

ａ事業の 環境への 生態系 ①地域や事業の特性を考慮した調査・検討

ａ実施環 配慮 ②環境情報協議会の意見を踏まえた生態系

境等 配慮

ａ Ａ③地域住民の参加や地域住民との合意形成 －

への取組み

ｂ④維持管理、費用負担及びモニタリング体

制等の調整状況

ａ景観 ①地域や事業の特性を考慮した調査・検討

ａ②環境情報協議会の意見を踏まえた景観配

慮

－ ａ Ａ③地域住民の参加や地域住民との合意形成

への取組み

ｂ④維持管理、費用負担及びモニタリング体

制等の調整状況

ａ関係計画との連携 ①関係都道府県や市町村の地域防災計画等

Ａと本事業との整合性 －

関係都道府県や市町村の農業振興計画 ａ②

と本事業との整合性

－関係機関との協議 ①河川管理者との協議(予備)(23条)の状況

－ －②漁協との協議(予備)の状況 －

－③その他着工前に重要な協議(予備)の状況

－関連事業との調整 ①事業主体から概略構想(関連事業調書)の

Ｂ提出 －

ｂ②共同事業(事業内容、事業費、アロケ等)

の事前了解

ｂ Ｂ地元合意 ①事業実施に対する受益農家の同意状況 －

ａ②事業実施に対する関係市町村の同意状況

ａ Ａ事業推進体制 ①事業推進協議会の設立 －

ａ②事業推進協議会から着工要望の提出

ａ Ａ維持管理体制 ①予定管理者の合意

ａ②維持管理方法と費用負担に関する予定管 －

理者との合意

Ｂ Ｂ営農支援体制 営農推進組織等(営農支援体制)の設立状況 －

緊急性 周辺地域における重大な農業被害の発生見

Ａ Ａ込みがある、または、過去に農業被害が発 －

生している
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平成２２年度新規地区採択チェックリスト（国営総合農地防災事業）

（局名：九州農政局 （地区名：嘉瀬川上流））
かせがわじようりゆう

３．特定監視項目

項 目 評 価 の 内 容 判定

１．地質状況 ・地質状況に基づいた施設計画としている。 ○

項目を満たしている場合は「○」とする。
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国営総合農地防災事業 ポロ沼地区
ぽ ろ ぬま

事業の概要

本地区は、北海道宗谷郡猿払村に拓けた酪農専業地帯において、泥炭土に起因する地盤の沈下によ

り農業用排水路及び農用地の機能が低下し、これにより農作物の生産量及び農作業効率の低下が生じ

ている。

このため、本事業では、農用地1,056haを対象とし、農業用排水路（12条L=18.4km）及び農用地(

1,006ha)を整備するものである。

事業の目的・必要性

本地区は、泥炭土に起因する地盤沈下の進行により、農業用排水路においては通水能力や必要河床

高の不足による機能低下が生じ、農用地においては過湿被害、不陸障害、埋木障害等が発生している

とともに、降雨時には農作物の湛水被害が発生している。

これらのことから、農作物の生産量及び農作業効率が低下しており、営農経費が増大している。

このため、本事業において、農業用排水路及び農用地の整備を行い、農作物の生産量及び農作業効

率の向上により、農業経営の安定化を図るとともに、国土の保全に資することを目的とする。

事業の効率性

・総費用総便益比の算定

区 分 算定式 数 値 備 考

総費用(現在価値化) ①＝②＋③ 7,680百万円

当該事業による費用 ② 5,831百万円 当該事業費 7,400百万円

その他費用 ③ 1,849百万円

評価期間(当該事業の工事期間＋40年) ④ 49年 工事期間 平成22～30年度

総便益額(現在価値化) ⑤ 8,353百万円

総費用総便益比 ⑥＝⑤÷① 1.08

（注1）総費用とは当該地域内において効果を発揮する一連の施設に係る費用であり、評価期間中の

施設の資産価額、整備費用等である。

（注2）百万円単位で四捨五入しているため、数値は算定結果と合わない場合がある。

（注3）数値は土地改良法に基づく法手続きを経て確定するため、現時点では暫定値である。

・年効果額（便益比）

本事業の実施により、機能低下が生じている農業用排水路及び農用地の整備を行うことで、事業を

実施しなかった場合と比較して、年間約110百万円相当の農産物生産量の差が生ずるとともに、約37

5百万円相当の営農経費の節減が図られる等、年間約485百万円相当の事業効果が発現される。

作物生産効果 110百万円

営農経費節減効果 375百万円

維持管理費節減効果 △ 1百万円

災害防止効果 1百万円

計 485百万円

日程・手続

平成21年度から、土地改良法に基づく土地改良事業計画の概要の公告等の手続きが開始される予定

である。
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事業に対する決議

平成21年4月に、受益農家の代表、関係村、農業協同組合で構成される「ポロ沼地区国営総合農地

防災事業促進期成会」において、平成22年度新規着工要求することが決議されている。

評価担当部局

農村振興局

概要図

１．受益面積 1,056ha

２．受益者数 32人

３．主要工事計画 工 種 数 量 事 業 費

農地防災：排水路（改修） 12条 L=18.4km 3,856百万円

農地保全：暗渠排水・整地 A=1,006ha 3,544百万円

国営総事業費 7,400百万円
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平成22年度新規地区採択チェックリスト（国営総合農地防災事業）

（局名：北海道開発局 （地区名：ポロ沼））

１．必須事項

項 目 評 価 の 内 容 判定

１．事業の必要性 ・農業生産性の向上、農業総生産の維持・増大、農業生

が明確であるこ 産の選択的拡大、農業構造の改善等の観点から、当該 ○

と （必要性） 事業を必要とすること。。

２．技術的可能性 ・地形、地質、水利状況等からみて、当該事業の施行が

が確実であるこ 技術的に可能であること。 ○

と。

３．事業の効率性 ・当該事業のすべての効用がそのすべての費用を償うこ

が十分見込まれ と。 ○

ること｡(効率性)

４．農家負担の可 ・当該事業の費用に係る受益農家の負担が、農業経営の

能性が十分であ 状況からみて負担能力の限度を超えることとはならな ○

ること｡(公平性) いこと。

５．環境との調和 ・当該事業が環境との調和に配慮したものであること。

に配慮している ○

こと。

６．事業の採択要 ・事業実施要綱・要領等に規定された事業内容、採択基

件を満たしてい 準の要件に適合していること。 ○

、 「 」ること。 ・採択に係る事業の工期が 別に定められた 限度工期

を超えないこと。

項目を満たしている場合は「○」とする。

項目欄の（ ）には、主として考えられる観点を記述している。
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平成22年度新規地区採択チェックリスト（国営総合農地防災事業）

（局名：北海道開発局 （地区名：ポロ沼））

２．優先配慮事項
【効率性・有効性】

評価評 価 項 目

評 価 指 標 評価単位

結果大項目 中項目 小項目

○ Ａ効率性 事業の経済性・効率性 ①事業費の経済性・効率性の確保 －

○②コスト縮減についての具体的配慮

354 Ａ有効性 食料の安定 農業生産性の 土地生産性及び労働生産性の維持・向上効 千円/ha

･年供給の確保 維持・向上 果額（受益面積あたり）

568 Ｂ農業産出額 事業地区市町村の面積当たり（ ）千円/ha

･年

100 Ａ農業の持続 望ましい農業 認定農業者の割合（総農家当たり） ％

的発展 構造の確立

83.4 Ａ経営耕地面積（一戸当たり） ha/戸

106 Ｂ農業生産基盤 災害防止効果（農業） 千円/ha

･年の保全・管理

－ －農村の振興 農村の生活環 災害防止効果（一般資産＋公共資産） 千円/ha

･年境の整備

Ｂ地域経済への 他産業への経済波及効果額 千円/ha 725
･年波及効果 （受益面積当たり）

－ －多面的機能 環境機能の維 環境関連効果額（受益面積あたり） 千円/ha

･年の発揮 持・増進
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【事業の実施環境等】

評評 価 項 目
評 価 指 標 単位 評価

大項目 中項目 小項目 価
結
果

a事業の 環境への 生態系 ①地域や事業の特性を考慮した調査・検討

a実施環 配慮 ②環境情報協議会の意見を踏まえた生態系

境等 配慮

a Ａ③地域住民の参加や地域住民との合意形成 －

への取組み

a④維持管理、費用負担及びモニタリング体

制等の調整状況

a景観 ①地域や事業の特性を考慮した調査・検討

a②環境情報協議会の意見を踏まえた景観配慮

a③地域住民の参加や地域住民との合意形成

－ Ａへの取組み

a④維持管理、費用負担及びモニタリング体

制等の調整状況

関係計画との連携 ①関係都道府県や市町村の地域防災計画等 －

Ａと本事業との整合性 －

②関係都道府県や市町村の農業振興 a
計画 と本事業の整合性

－関係機関との協議 ①河川管理者との協議(予備)(23条)の状況

a Ａ②漁協との協議(予備)の状況 －

a③その他着工前に重要な協議(予備)の状況

－関連事業との調整 ①事業主体から概略構想(関連事業調書)の

－提出 －

－②共同事業(事業内容、事業費、アロケ等)

の事前了解

a Ａ地元合意 ①事業実施に対する受益農家の同意状況 －

a②事業実施に対する関係市町村の同意状況

a Ａ事業推進体制 ①事業推進協議会の設立 －

a②事業推進協議会から着工要望の提出

a維持管理体制 ①予定管理者の合意

a Ａ②維持管理方法と費用負担に関する予定管 －

理者との合意

Ａ営農支援体制 営農推進組織等(営農支援体制)の設立状況 － Ａ

緊急性 周辺地域における重大な農業被害の発生見

込みがある、または、過去に農業被害が発 － Ａ Ａ

生している
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平成22年度新規地区採択チェックリスト（国営総合農地防災事業）

（局名：北海道開発局 （地区名：ポロ沼））

３．特定監視項目（国営総合農地防災事業）

項 目 評 価 の 内 容 判定

１．地質状況 ・地質状況に基づいた施設計画としている。 ○

項目を満たしている場合は「○」とする。
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直轄地すべり対策事業 庄内あさひ地区
しような い

事業の概要

本地区は、霊峰月山を望む標高約190～380ｍの南方へ緩く傾斜した中山間地域であり、豊かな自然

環境で水稲を中心とした農業経営が展開される農村地帯である。直下の梵字川と赤川を取水源とする

越中堰及び赤川頭首工の受益地（約１万ha）は、山形県有数の優良農業地域である庄内平野の直上流

域に位置している。

本地区の地すべりは、以前から緩慢な活動が認められていたため、平成３年に地すべり防止区域

（農村振興局所管）に指定され、同年から、県営地すべり対策事業を実施してきたところである。

しかし、平成21年の融雪期に本地すべり防止区域の一部で大規模な開口亀裂等の変状が確認された

ことから、５戸６世帯（26人）の住民が避難を余儀なくされることとなり、山形県の要請により直轄

地すべり対策災害関連緊急事業を平成21年６月から実施している。

本地すべり防止区域について調査した結果、最も深いところでは地表面からの深度80ｍ付近で地す

べり性と考えられる変位が確認され、大規模な地すべり（最大斜面長1,000ｍ、最大幅1,200ｍ、最大

深度80ｍ、4,200万ｍ3に及ぶ土塊量)が発生する可能性があるため、地すべり防止工事を実施するも

のである。

事業の目的・必要性

本地区の地すべり活動は活発化しており、地区内及び隣接の農地、農業用施設、家屋等の一般施設

への被害のみならず、土石流などに伴う地すべり土塊が地区下流に流入堆積することによって越中堰

及び赤川頭首工が一時取水不能となることで、県内有数の庄内平野の優良農用地への農業用水の安定

供給が阻害される等、甚大な影響を伴うおそれがある。

このため、地すべり防止工事を実施することにより、地すべり被害を速やかに防止する必要があ

る。

事業の効率性

・総費用総便益比の算定

区 分 算定式 数 値 備 考

総費用(現在価値化) ①＝②＋③ 8,789百万円

当該事業による整備費用 ② 5,660百万円 当該事業費 6,500百万円

その他費用 ③ 3,128百万円

評価期間(当該事業の工事期間＋40年) ④ 49年 工事期間 平成22～30年度

総便益額(現在価値化) ⑤ 46,664百万円

総費用総便益比 ⑥＝⑤÷① 5.30

（注１）総費用とは当該地域内において効果を発揮する一連の施設に係る費用であり、評価期間中

の施設の資産価額、整備費等である。

（注２）百万円単位で四捨五入しているため、数値は算定結果と合わない場合がある。

（注３）数値は地すべり等防止法に基づく法手続きを経て確定するため、現時点では暫定値であ

る。

・年効果額（便益額）

本事業の実施により地すべりが防止されることで、地区内及び隣接の農地等の被害が軽減され、事

業を実施しなかった場合と比較して年間約3,181百万円相当の農業資産の被害軽減、約60百万円相当

の一般資産の被害軽減、約121百万円相当の公共施設等の被害軽減、5百万円相当の維持管理費の増が

見込まれ、年間約3,358百万円相当の事業効果が発現される。

農業資産被害軽減効果 3,181百万円

一般資産被害軽減効果 60百万円

公共施設等被害軽減効果 121百万円

維持管理費節減効果 △ 5百万円

計 3,358百万円
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日程・手続

平成21年度中に、直轄工事の施行について、地すべり等防止法に基づき手続きを行う予定であ

る。

事業に対する決議

平成21年７月７日 山形県知事から直轄地すべり対策事業の新規採択要請

評価担当部局

農村振興局
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概要図

１．地すべり地域等 全 体 10,810.1 ha

地すべり地域 260.2 ha

うち地すべり区域 244.2 ha

うち地すべり区域に隣接する地域 16.0 ha

地域外被害想定地域 10,549.9 ha

２．関係戸数 地すべり地域：７戸 （地域外被害想定地域：０戸）

３．主要工事計画 工 種 数 量 事 業 費

排水トンネル工 1ヶ所(2.8km) 3,628百万円

集水井工 25ヶ所 2,524百万円

水抜きボーリング工 4ヶ所 58百万円

承・排水路工 3.2km 145百万円

盛土工 ほか １式 145百万円

総事業費 6,500百万円

 

 庄内あさひ地区 

 

越中堰 

赤川頭首工

梵字川ダム

月山ダム

小網川合流

赤川合流 

梵字川 

庄内あさひ地区

直轄地すべり対策事業庄内あさひ地区
計画平面図
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平成２２年度新規地区採択チェックリスト（直轄地すべり対策事業）

（局名：東北農政局 （地区名：庄内あさひ））
しょうない

１．必須事項

項 目 評 価 の 内 容 判定

１．事業の必要性 ・農業生産の維持及び農業経営の安定を図り、併せて国
が明確であるこ 土の保全及び民生の安定に資するため、当該事業を必 ○
と （必要性） 要とすること。。

２．技術的可能性 ・地形、地質等からみて、当該事業の施行が技術的に可
が確実であるこ 能であること。 ○
と。

３．事業の効率性 ・定量的及び定性的評価を行った結果から総合的に評価
が十分見込まれ して、当該事業による効果が十分見込まれること。 ○

。（ ）ること 効率性

４．地すべり等防 ・地すべり等防止法及び事業実施要綱等に規定されてい
止法及び事業実 る要件を満たすこと。 ○

、 「 」施要綱等に適合 ・採択に係る事業の工期が 別に定められた 限度工期
していること。 を超えないこと。

項目を満たしている場合は「○」とする。

項目欄の（ ）には、主として考えられる観点を記述している。
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平成２２年度新規地区採択チェックリスト（直轄地すべり対策事業）

（局名：東北農政局 （地区名：庄内あさひ））
しょうない

２．優先配慮事項

【効率性・有効性】

評 価 項 目

評 価 指 標 単位 評価

大項目 中項目 小項目

○効率性 事業の経済性・効率性 ①事業費の経済性・効率性の確保

○ Ａ②調査段階を踏まえた、効果的な対策工 －

法の計画となっている

－③コスト縮減についての具体的配慮

52ha Ｂ有効性 食料の安定 農業生産性の 保全対象面積のうち農地面積 ha／地区

維持・向上供給の確保

77% Ｂ農業の持続 農業生産基盤 事業費に対する農業効果(農地、農業用施 ％

的発展 の保全・管理 設、農作物の被害軽減)の割合

農村の振興 農村の生活環 事業費に対する農業外効果(一般公共施設

453% Ａ境の整備 等、山林・林道、家屋等の被害軽減)の割 ％

合

7戸 Ｂ保全対象となる人家戸数 戸／地区

国土の保全 ①環境保全に関するアンケート等の実施多面的機能

－ － －の発揮 ②農地の遊休化や耕作放棄化の問題につ

いての話し合い等の実施

評価

結果
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【事業の実施環境等】

評 価 項 目
評 価 指 標 単位 評価

大項目 中項目 小項目

b事業の 環境への 生態系 ①地域や事業の特性を考慮した調査・検討

b実施環 配慮 ②環境情報協議会の意見を踏まえた生態系

境等 配慮

c Ｂ③地域住民の参加や地域住民との合意形成 －

への取組み

－④維持管理、費用負担及びモニタリング体

制等の調整状況

b景観 ①地域や事業の特性を考慮した調査・検討

b②環境情報協議会の意見を踏まえた景観配慮

c Ｂ③地域住民の参加や地域住民との合意形成 －

への取組み

－④維持管理、費用負担及びモニタリング体

制等の調整状況

a Ａ関係計画との連携 関係都道府県や市町村の地域防災計画等と －

本事業との整合性

b Ｂ関係機関との協議 着工前に重要な協議(予備)の状況 －

a関連事業との調整 ①事業主体から概略構想(関連事業調書)の

Ａ提出 －

－②共同事業(事業内容、事業費、アロケ等)

の事前了解

a Ａ地元合意 ①事業実施に対する知事の同意状況 －

a②事業実施に対する関係市町村長の同意状況

b Ｂ事業推進体制 ①事業推進協議会の設立 －

b②事業推進協議会から着工要望の提出

b Ｂ維持管理体制 ①予定管理者の合意

b②維持管理方法と費用負担に関する予定管 －

理者との合意

Ｂ営農支援体制 営農推進組織等(営農支援体制)の設立状況 －

○緊急性 ①他事業との関連で緊急性がある

○②地すべり等の兆候等から判断して緊急
Ａに対策を講ずべき地域である

○③保全対象施設に、人家、災害弱者関連 －
施設や公共施設等の重要な施設が含ま
れる

○④過去に地すべりや土砂災害が発生し、
重大な農業被害があった

評価

結果




